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1 ) 第 1 9 回運営委員会の主な意見について

【原因分析の あ り 方に関す る ご意見】

○ 回避可能性については 、 原因分析報告書だけではな く て ｢家族か ら の疑問 ･

質問に対する 回答｣ に も 書 く べき ではない。 回避可能性は原因分析 と は直接関

係がない。

○ 家族か ら の質問に対 し 、 多少回避可能性にかかわ る記述が あっ た と して も 、

わか り やす く 具体的に説明 をする こ と で、 かえっ て疑問が と れて訴訟にな ら ない

な ど 、 メ リ ッ ト の方が大き いのではないか。

○ なぜ起き たのか、 ど う すれば防げたのかが原因分析の本質なので 、 回避可能

性が原因分析 と は関係ない と の意見は 、 医療界か ら信頼を失 う のではないか。

○ これま での医療界は原因 に対する説明 を き ち ん と 行っ ていなかっ たた め に 、 裁

判の場でそれを求めていた。 科学的に答え られる範囲でき ちん と 答えていけば、

裁判をせずに済むのではないか。

【診断医への対応に関す る ご意見】

○ 準備一時金 6 0 0 万円 に含むか含ま ないか と い う 議論の 中で 、 児の親が負担

してい る事実を踏ま え 、 補償額を経由 して支払 う こ と は考え られる のではないか。

○ 診断書の様式を 、 無駄を省 く と か、 時間がかか ら ない も のにする な ど 、 な る

べ く 効率化を検討してほ しい。

【強 く 改善を求め る必要があ る事例への対応に関す る ご意見】

○ 分娩機関に対する 改善に向 けた対応は 、 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会が

中心 と な り 会員を リ ー ド したほ う が 、 分娩機関 も 自 ら の こ と と して受け止めやす

いのではないか。

○ 運営組織 と 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会 と の 間で何 ら かの協定が あれば、

報告や指導がス ムーズにでき る のではないか。

○ 特別な協定がなかっ た と して も 、 日 本助産師会 と しては 、 自 らや るべき こ と

と して会員に対する指導に取 り 組んでいき たい。

○ 医療機関 も納得でき る 情報提供が 、 法的に問題な く で き る よ う "こ なれば、 各

医療機関への指導の仕組みを 日 本産婦人科医会 と して検討 し 、 具体化 したい。

○ リ ピー タ ー対策は大変重要な こ と だ と 考えてお り 、 日 本医師会 と して も取 り

組んでいき たい。

○ 医療安全 と のかかわ り で 、 診療記録を充実 させる と い う こ と が ど う い う 意義

を持つのか と い う こ と について 、 活発に意見交換を して現場にフ ィ ー ドバ ッ ク す

る こ と が必要なのではないか。

○ 診療録の記載不足が あ る場合は無理に原因分析を行わず、 そ の よ う な事例が



あっ た場合には 、 運営委員会で議論する こ と ができ る よ う "こ してほ しい。

○ 運営組織か ら 関係団体への情報の提供は非常に重要な こ と だが 、 現制度の枠

組み中では情報の提供範囲は限 られてい る 。 医療機関名 を明 ら かにする こ と 々こ

っいては、 分娩機関への配慮 も含め 、 制度 と して対応を整備 してお く 必要があ

る 。

【制度関連デー タ の再発防止 ･ 産科医療の質の 向上に 向 けた活用 に関す る ご意見】

○ 産科医療補償制度の対象事例のデータ は 、 国内の分娩に関連 して発症 した重

度脳性麻痺のほ と ん ど全て を網羅 し 、 その事例についての専門的な分析がな さ

れてい る ので 、 国際的 に も重要で貴重なデー タ と な っ てい る 。 こ れ ら のデータ

について 、 個人情報の取扱いや、 分娩機関に対する非難に繋が ら ない よ う に十

分配慮 して 、 多 く の産科医療関係者が利用でき る よ う な仕組みをつ く っ ていた

だき たい。

○ 分娩時の胎児の状態を確認する手段 と して胎児心拍数陣痛図を判読する こ と

は 、 現在の産科医療において一番有効な手段 と 考え る 。 で き る だけ早 く 、 実際

の事例の胎児心拍数波形を教育のため に活用 してほ しい。

【 そ の他 (医師賠償責任保険のデー タ ) に関す る ご意見】

○ 今後、 制度見直 しの議論を運営委員会で行 う にあた り 、 関連するデータ を定

期的に 、 継続的に見てい く こ と が大事であ る 。

2 ) 産科医療補償制度 見直 し に係る 中間報告書 く素案) について

膣國凱 産科医療補償制度 見直 し に係 る 中間報告書 (素案)

恆國到 ｢調整のあ り 方｣ について (委員長提案)

匿履回 原因分析報告書送付後の照会等の対応について

リ
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は じ めに

分娩時の 医療事故では、 過失の有無の判断が困難な場合が多 く 、 裁判で争わ

れる傾向 が あ り 、 こ の よ う な紛争が多い こ と が産科医不足の理由 の一つであ る

と さ れ、 ま た産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保が 、 我が 国の医療に

おけ る優先度の高い重要な課題 と さ れていた。

こ のため 、 産科医療関係者等に よ り 無過失補償制度の創設が研究、 議論 され、

平成 18 年 11 月 29 日 に与党 ｢医療紛争処理のあ り 方検討会｣ に よ っ て取 り ま と

め られた ｢産科医療におけ る無過失補償制度の枠組みについて ｣ において 、 安

心 して産科医療を受け られる環境整備の一環 と して 、 無過失補償制度の創設が

示 された 。

こ の枠組みを受けて 、 平成 19 年 2 月 に財団法人 日 本医療機能評価機構に ｢産

科医療補償制度運営組織準備委員会｣ が設置 さ れ 、 制度の創設に向 けた調査、

制度設計等の検討が行われ、 平成 20 年 1 月 に ｢産科医療補償制度運営組織準備

委員会報告書｣ が取 り ま と め ら れた。 そ の後 、 国や関係団体の支援、 お よび創

設のため の準備を経て 、 平成 2 1 年 1 月 に産科医療補償制度 (以下 、 ｢本制度｣

と い う ) が創設 さ れた。

本制度は 、 早期 に創設する た め に限 られたデータ を も と に設計 された こ と な

どか ら 、 ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ において 、 ｢遅 く と も

5 年後 を 目 処に 、 本制度の 内容について検証 し 、 補償対象者の範囲 、 補償水準、

保険料の変更、 組織体制等について適宜必要な見直 し を行 う ｣ こ と と さ れた。

こ のた め 、 産科医療補償制度運営委員会 (以下 、 ｢運営委員会｣ と い う ) にお

いて 、 平成 24 年 2 月 か ら制度の見直 しに向 けた議論を開始 し 、 補償対象範囲、

補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途、 原因分析のあ り 方 、 調整の あ り 方、 紛

争防止 ･ 早期解決に向 けた取組み等を見直 しに係 る検討課題 と して挙げた。

こ の う ち 、 補償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等の議論に

あたっ ては 、 補償対象者数等を明 ら かにする 必要があ る が 、 本制度の補償申請



期限は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 制度創設年であ る平成 2 1 年生まれの児

においては平成 27 年中頃ま で補償対象者数は確定 しないため 、 小児神経科医、

リ ハ ビ リ テーシ ョ ン科医 、 産婦人科医、 新生児科医 、 疫学等の専門家か ら構成

さ れる ｢ 医学的調査専門委員会｣ を設置 し 、 補償対象者数の推計、 お よ び制度

見直 しの検討にあたっ て必要な脳性麻痺の発症等のデー タ の収集 ･ 分析等を行

い具体的な議論を行え る よ う 整理する こ と と した。

医学的調査専門委員会におけ る調査の結果は、 平成 25 年 6 月 項を 目 途に運営

委員会に報告 さ れ る見込みであ り 、 補償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰

余金の使途等についてはその結果を受けて議論を行 う こ と と してい る 。

一方、 原因分析のあ り 方、 調整の あ り 方、 紛争防止 ･ 早期解決に向 けた取組

み等の検討については 、 補償対象者数の推計値等のデータ の収集 ･ 分析等の結

果を待たず と も議論が可能であ る こ と か ら 、 こ れま でに 6 回にわたっ て運営委

員会を開催 し 、 課題整理お よび議論を行っ た。

本報告書は 、 そ の結果を取 り ま と めた も のであ り 、 国や運営組織、 産科医療

関係者に対 し 、 制度見直 しが 円滑に実施 さ れ 、 本制度の さ ら な る 充実が図 られ

る よ う 鋭意取 り 組む こ と を要請する も のであ る 。
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I . 産科医療補償制度の概要 と 取組みの状況

1 ) 制度の 目 的

本制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺児 と その家族の経済的負担

を速やかに補償する と と も に 、 脳性麻痺発症の原因分析を行い、 同 じ よ う な事

例の再発防止に資する情報を提供する こ と な どに よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決

お よび産科医療の質の 向上を図 る こ と を 目 的 と してい る 。

2 ) 制度加入状況

本制度は任意加入の制度であ る が 、 国や関係団体の支援に よ り 、 全国の分娩

機関の 9 9 . 8 %が本制度に加入 してい る (平成 25 年 4 月 末現在) 。

なお 、 未加入の分娩機関に対 しては 、 関係団体の協力の も と 、 継続的に個別

に加入についての働き かけを行っ てい る 。

3 ) 補償 = 審査

ア . 補償の仕組み

本制度は、 分娩機関 と 妊産婦 ･ 児 と の間で取 り 交わ した補償約款に も と

づいて 、 当該分娩機関か ら 当該児に補償金を支払 う 仕組み と な っ てい る 。

分娩機関は補償金を支払 う こ と に よ っ て被る損害を担保するために 、 運営

組織であ る公益財団法人 日 本医療機能評価機構 (以下、 ｢ 当機構｣ と い う )

が契約者 と な る損害保険に加入 してい る 。

イ . 補償の対象

補償の対象は、 本制度の加入分娩機関の管理下におけ る分娩に よ り 、 ｢ 出

生体重 2, ooo g 以上かつ在胎週数 33 週以上｣ ま たは ｢在胎週数 28 週以上

で分娩に際 し所定の要件に該当 した状態｣ で出生 した児に 、 身体障害者障

害程度等級 1 級ま たは 2 級相当 の重度脳性麻痺が発症 し 、 運営組織が補償

対象 と して認定 した場合であ る 。

ただ し 、 以下の事由 に よ っ て発生 した脳性麻痺、 お よび児が生後 6 か月

未満で死亡 した場合は 、 補償の対象 と な ら ない。



o 児 の先天性要因

e 児の新生児期の要因 (分娩後の感染症等)

･ 妊娠若 し く は分娩中におけ る妊婦の故意または重大な過失

･ 地震、 噴火 、 津波等の天災ま たは戦争、 暴動等の非常事態

ウ . 補償金額

補償金額は、 準備一時金 と して 600 万円 、 お よ び毎年の補償分割金 と し

て 120 万円 を 20 回合計で 2, 400 万円 、 総額 3, 000 万円 を 、 児の生存 ･ 死

亡 を問わず給付 してい る 。

エ . 審査の概要

産科医、 小児科医 、 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン科医 、 有識者等か ら構成 される

審査委員会において審査を行い 、 そ の結果に も と づき運営組織が補償対象

の認定を行っ ている (表 1 ) 。

表 1 審査結果の累計 (平成 25 年 4 月 末現在)

児の生年 審査件数

審査結果

補償対象
補償対象外

継続審議※2
補償対象外 再申請可能※ 1

平成 2 1 年 227 197 14 16 0

平成 22 年 1 78 165 1 1 2 0

平成 23 年 10 1 95 2 4 0

平成 24 年 2 1 20 1 0 0

合 計 527 477 1 8 32 0

※ 1 現時点では将来の障害程度の予測が難 し く 補償対象 と判断でき ない も のの 、 適切な時期

に再度診断が行われる こ と な どに よ り 、 将来補償対象 と 認定でき る可能性が あ る事案

※2 補償可否の判定に あた り 迫力□情報等が必要 と さ れた も の
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4 ) 原因分析

原因分析は、 責任追及を 目 的 と する も のではな く 、 医学的観点か ら脳性麻痺

発症の原因 を明 ら かにする と と も に 、 同 じ よ う な事例の再発防止を提言する た

め に行っ てい る 。

産科医、 助産師、 新生児科医 、 弁護士 、 有識者等か ら構成 される原因分析委

員会 と 原因分析委員会部会 (以下、 ｢部会｣ と い う 対こおいて原因分析を行い 、

原因分析報告書を取 り ま と め 、 保護者 と 分娩機関に送付 してお り 、 こ れま でに

244 件について送付 してい る (平成 25 年 4 月 末現在) 。

加 えて 、 本制度の透明性を高め る こ と 、 再発防止お よび産科医療の質の 向上

を図 る こ と を 目 的 と して 、 原因分析報告書の ｢要約版｣ を公表 してい る 。 ま た 、

個人識別情報等をマス キ ング した全文版は、 学術的な研究、 公共的な利用 、 医

療安全の資料のために 、 所定の手続き に よ り 開示請求があっ た場合に 、 当該請

求者に開示する こ と と してい る 。

こ れま でに 223 事例の原因分析報告書の要約版を本制度のホームページ上

に掲載する と と も に 、 11 6 件の開示請求があ り 、 延べ 231 3 件について開示 し

てい る (平成 25 年 4 月 末現在) 。

5 ) 再発防止

原因分析 された個々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 分析 して再発防止

策な どを提言 した ｢再発防止に関する報告書｣ を取 り ま と めてお り 、 こ れま で

に年 1 回 、 合計 3 回公表 してい る 。 こ れ ら の情報を国民や分娩機関、 関係学会 ･

団体、 行政機関等に提供する こ と に よ り 、 再発防止お よび産科医療の質の 向上

を図 る こ と と してい る 。
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は . 制度見直 しの議論の結果

1 . 原因分析の あ り 方

1 ) 医学的評価の表現

【現状】

原因分析においては 、 分娩機関等か ら提出 された診療録 ･ 助産録、 検査デー

タ 、 診療体制等に関する情報、 お よ び児の家族か ら の情報等に も と づいて医学

的観点で分析を行い 、 そ の結果を原因分析報告書 と して取 り ま と めてい る 。

原因分析報告書は、 ｢事例の概要｣ 、 ｢脳性麻痺発症の原因 ｣ 、 ｢臨床経過に関す

る 医学的評価｣ 、 ｢今後の産科医療向上のた め に検討すべき事項｣ か ら構成 さ れ

る 。

｢臨床経過に関する 医学的評価｣ に関 して は 、 再発防止お よ び産科医療の質

の 向上に資する こ と を 目 的に 、 妊娠経過 、 分娩経過、 新生児期の経過におけ る

診療行為等について 、 診療行為等を行っ た時点での判断 と い う 、 前方視的な判

断で医学的評価を行っ てい る 。

医学的評価にあた っ ては 、 それぞれの医療水準に応 じた表現が 、 統一の と れ

た認識の も と に用 い られる こ と が重要であ る こ と か ら 、 医療水準に応 じて用い

る表現 ･ 語句については 、 表 2 の と お り 整理 してい る 。

なお 、 診療行為等についての医学的評価は 、 表 2 に示す表現に限 らず、 さ ら

にふ さ わ しい表現があれば、 それを使用する こ と は差 し支えない と してい る 。



表 2 医学的評価の表現 語句

麓薹嚢鬮薹釀
高い

褻 妥鬮繁
,“ ~ - ※ 圏隈齪

･ 適確であ る

･ 医学的妥当性が あ る

･ 一般的であ る

･ 基準内であ る

･ 選択肢のひ と つであ る

･ 選択肢 と して あ り う る

･ 医学的妥当性は不明であ る (エ ビデンス がない)

･ 医学的妥当性には賛否両論があ る

嚢鬮榊
･ 選択 さ れ る こ と は少ない

･ 一般的ではない

･ 基準か ら逸脱 してい る

低い

･ 医学的妥当性が ない

･ 劣っ てい る

･ 誤っ てい る

【議論の背景】

原因分析では過失の有無を判断 しない こ と に な っ てい る に も かかわ らず、 そ

れに近い表現が使われてい る と の意見が あ っ た こ と か ら 、 医学的評価の表現の

変更の要否について議論を行っ た。

【議論の結果】

医学的評価を行 う こ と は再発防止お よ び産科医療の質の 向上の観点か ら重要

であ り 、 そ の よ う な取 り 組みが社会的信頼につなが る と 考え られ る 。

過失の有無については 、 法的観点か ら の検討を必要 と す る も のであ り 、 医学

的評価の表現が直ち に過失の有無に結びつ く も のではない と 考え ら れ る こ と か

ら 、 医学的評価の表現は変更 しない こ と と する 。

なお 、 原因分析が責任追及につなが る と い っ た誤解を招かない よ う 、 産科医

療関係者等に対 して原因分析の考え方について丁寧な説明や案内 を行っ てい く

こ と が重要であ る 。
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2 ) ｢家族か ら の疑問 困 質問 に対す る 回答｣ に お け る 回避可能性の記載

【現状】

原因分析においては 、 ど う すれば脳性麻痺の発症を防止する こ と ができ る の

か と い う 視点に立ち 、 結果を知 っ た上で臨床経過 を振 り 返 り 、 脳性麻痺の発症

を防止する た め に考え られる方策を提言 してい る が 、 脳性麻痺発症の回避可能

性については 、 責任追及につなが る おそれが あ る こ と か ら 、 原因分析報告書で

は言及 しない こ と と してい る 。

一方、 原因分析報告書の別紙 と して作成 してい る ｢家族か ら の疑問 ･ 質問 に

対する 回答｣ では 、 医学的評価の範嗜において分かる範囲で可能な限 り そ の質

問 に答え る と してい る こ と か ら 、 ｢ ど う していれば、 脳性麻痺の発症を防止でき

たのか｣ と い っ た質問があ っ た場合について も 、 保護者が理解でき る よ う に丁

寧に回答する こ と と してい る 。

脂議論の背景】

回避可能性について は 、 責任追及につなが る おそれが あ る こ と か ら原因分析

報告書では言及 し ない こ と と してい る に も かかわ らず、 原因分析報告書の別紙

と して作成 してい る ｢家族か ら の疑問 ･ 質問 に対する 回答｣ では言及する こ と

は矛盾 してい る と の意見があっ た こ と か ら 、 ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対する 回

答｣ に回避可能性を記載する こ と について議論を行っ た。

【議論の結果】

｢家族か ら の疑問 ･ 質問 に対す る 回答 ｣ にお け る現状の取 り 組みで これま で

に問題は生 じてい ない こ と か ら 、 ま た家族の疑問に真摯に向 き合 う こ と が制度

の信頼につなが る と 考え られる こ と か ら 、 現状 どお り 医学的評価の範嗜におい

て分かる範囲で可能な限 り 回答する こ と と する 。

なお 、 こ れま で に問題が生 じていない と して も 、 今後問題が生 じ る 可能性が

あ る な ら ば、 ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対する 回答｣ において も 回避可能性につ

いて言及すべき ではない と の意見 も あ っ た。
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3 ) 搬送先の N I C U に お け る診療行為等につ いての医学的評価

【現状】

原因分析にあた り 、 脳性麻痺発症の原因 をでき る 限 り 明 ら かにする ため には 、

妊娠経過や分娩経過に加えて新生児期の経過について分析する こ と も重要であ

る こ と か ら 、 分娩後に新生児搬送 された場合は 、 新生児搬送を受け入れた医療

機関のN I C U (以下、 ｢搬送先のN I C U ｣ と い う ) の新生児科医 、 小児科医

等の協力 を得て 、 新生児期の経過の情報を取 り 寄せ、 脳性麻痺発症の原因につ

いて分析を行っ てい る 。

しか し 、 ｢臨床経過に関する 医学的評価｣ については 、 搬送先のN I C U は本

制度の 当事者でな く 、 そ の医療機関の新生児科医、 小児科医等に負担をかけ る

こ と につ なが る おそれがあ る こ と か ら 、 搬送先の N I C U にお け る診療行為等

については 、 医学的評価を行っ ていない。

【議論の背景】

産科医療の質の 向上を図 る た め には 、 搬送先のN I C U にお け る診療行為等

について も 、 医学的評価の対象 と すべき と の意見が あっ た こ と か ら 、 搬送先の

N I C U にお け る 医学的評価について議論を行っ た。

【議論の結果】

搬送先のN I C U にお け る診療行為等について医学的評価を行 う こ と は 、 本

制度の 当事者でない医療機関の新生児科医、 小児科医等に負担をかけ る こ と に

つなが る おそれが あ る こ と か ら 、 原因分析に必要な新生児期の経過の情報提供

に協力 を得 られな く な る 可能性があ る 。

ま た 、 こ れま でに公表 された原因分析報告書について 、 出生後 に 当該分娩機

関のN I C Uで行われた診療行為等の医学的評価の記載を検証 した と こ ろ 、 医

療水準が低い と 指摘 さ れた事例は少数であっ た。

こ の よ う な こ と か ら 、 搬送先の N I C U にお け る診療行為等については 、 必

ず し も 医学的評価を行 う 必要性は高 く ないた め 、 現状 どお り 医学的評価の対象

と は しない こ と と する 。

Q
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4 ) 原因分析報告書作成の迅速化

【現状】

原因分析は 、 審査の結果補償対象 と 認定 した事例について行っ てお り 、 保護

者お よ び分娩機関に対 して は 、 補償対象 と認定 された後 、 原因分析に着手 して

か ら原因分析報告書を送付する ま でには 、 お よ そ半年か ら 1 年を要する と 案内

してい る 。

運営組織において 、 保護者お よび分娩機関か ら の情報収集 と 確認を行っ て 、

原因分析報告書の ｢事例の概要｣ を作成 してい る 。 そ の後 、 産科医の レポータ

ーが作成 した原因分析報告書案が 、 部会で審議 さ れ、 さ ら に原因分析委員会の

審議を経て承認 されてい る 。

平成 24 年 12 月 ま でに原因分析報告書を公表 した 188 事例では 、 報告書の送

付ま でに平均で約 13 ヶ 月 を要 してお り 、 こ の う ち平成 24 年に原因分析報告書

を公表 した事例では 、 平均で約 14 . 5 ヶ 月 を要 してい る 。

【議論の背景】

平成 24 年 12 月 末時点で補償対象 425 件に対 し 、 原因分析委員会での原因分

析報告書承認済み件数は 2 18件であ り 、 ま た今後補償対象件数が増加する ので 、

原因分析報告書を 1 年以内 に送付する こ と が難 しい と の意見が あ っ た こ と か ら 、

原因分析報告書作成の迅速化について議論を行っ た。

【議論の結果1

原因分析報告書は 、 本制度の 目 的のひ と つであ る紛争の防止 ･ 早期解決の観

点か ら も 、 早期 に作成す る こ と が望ま し く 、 保護者お よ び分娩機関 に案内 して

い る 1 年以内での送付を早期に達成する必要があ る 。 当 面、 現状の最大対応件

数の 2 倍の件数に対応する ため に体制お よびフ ロ ー を変更する こ と と する 。

具体的には 、 以下の体制お よびフ ロ ーに変更する こ と が適当 と 考え られ る 。



① 部会の月 あた り の審議件数を現状の 2 件か ら 4 件に増加する 。 こ のた め 、

各部会に レポータ ー と な る産科医の委員 を 5 名増員する 。 ま た 、 原因分

析に あたっ て新生児期の経過について分析する こ と が重要であ る こ と か

ら 、 新生児科医の委員 も各部会に 1 名増員する 。

② 月 あた り 各部会で 4 件審議する と 、 原因分析委員会において 、 月 24 件

を審議する こ と に な る が 、 こ れ ら すべて を審議する こ と は事実上不可能

であ る た め 、 原因分析委員会では 、 部会長の意見、 委員か ら事前に提出

さ れる ｢意見シー ト ｣ な ど に も と づいて 、 委員長が必要 と 判断 した事案

(原因 の特定が難 しい事例、 医学的評価が分かれる事例 、 複数事案 目 の

事例等) を審議する 。

なお 、 原因分析委員会において審議を行わない事例については 、 事前

の書面に よ る検討を経て原因分析委員会承認 と する 。

⑧ 部会審議件数の増加への対応、 お よ び ｢事例の概要｣ の確定ま でに要す

る期間の短縮化のため 、 ｢事例の概要｣ を箇条書き と する な ど事務局にお

け る取組みについて も迅速化を図 る 。
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2 . 調整の あ り 方

【現状】

本制度において は 、 分娩機関に損害賠償責任が あ る場合は 、 分娩機関は本制

度が存在 し ない場合 と 同様に 、 損害賠償に関する金銭を 自 ら全額負担する と い

う 考え方に も と づき補償金 と 損害賠償金の調整を行っ てい る 。

運営組織は医学的観点か ら原因分析を行っ てお り 、 損害賠償責任の成立要件

と な る過失認定に 関 して は 、 基本的には分娩機関 と 児 ･ 家族 と の間の示談、 裁

判外に よ る紛争解決 (A D R ) ま たは裁判所に よ る 和解 ･ 判決等の結果に よ る

こ と と してい る 。

しか し なが ら 、 医学的観点か ら原因分析を行っ た結果、 分娩機関に重大な過

失が明 ら かであ る と 思料 さ れる ケース については 、 運営組織は 、 医療訴訟に精

通 した弁護士等か ら構成 さ れる調整委員会に諮っ て 、 法的な観点か ら審議を行

う こ と と してい る 。 分娩機関に重大な過失が明 ら かであ る と思料 さ れる ケース

と は 、 故意に近い悪質な診療行為 (助産行為を含む) が これに該当する と して

い る が 、 平成 24 年 12 月 末時点で 、 該当する と さ れたケース はない。

調整委員会において は 、 重大な過失に よ る損害賠償責任の有無について審議

を行い 、 損害賠償責任を負担すべき と の結論にな っ た場合は 、 運営組織は当該

分娩機関 と の間で主体的に補償金 と 損害賠償金の調整を行 う こ と と してい る 。

調整の あ り 方に 関 して は 、 意見が多岐にわた っ た こ と か ら 、 議論の過程で論

点を 6 つ に整理 し 、 それぞれの論点について 、 相互の関連性も考慮 しなが ら議

論を行っ た。 6 つの論点についてのそれぞれの議論の背景お よび議論の結果は、

以下の と お り であ る 。
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1 ) 運営組織が基本的には過失認定 を行わな し 、枠組みの変更の要否

【議論の背景】

運営組織は医学的観点か ら の原因分析を行 う だけでな く 、 過失認定を行 う べ

き と の意見が あ っ た こ と か ら 、 運営組織が基本的には過失認定を行わない枠組

みの変更の要否について議論を行っ た。

【議論の結果】

運営組織はあ く ま で医学的観点か ら原因分析を行 う こ と が本制度の趣旨に照

ら して適切であ る た め 、 過失認定については 、 基本的には分娩機関 と 児 ･ 家族

と の間の示談や裁判所に よ る 和解 ･ 判決等の結果に従 う と の現行の枠組みを維

持 し 、 基本的には運営組織は過失の有無を判断 しない こ と と す る 。

2 ) 運営組織が例外的に過失認定を伴 う 主体的な調整を行 う 枠組みの変更

の要否

【議論の背景】

運営組織は過失認定を行わない こ と を原則 と してい る ので 、 例外的であっ て

も運営組織が主体的な調整を行 う 枠組みは廃止すべき と の意見が あ っ た こ と か

ら 、 運営組織が例外的に過失認定を伴 う 主体的な調整を行 う 枠組みの変更の要

否について議論を行っ た。

脂議論の結果1

こ れま で運営組織が主体的な調整を行っ た こ と は一度 も ないが 、 本制度の社

会的責任を考え る と 、 重大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース について

は法的な観点か ら検討 し 、 そ の結論を得て調整を行 う と の現行の枠組みは 、 い

わゆ る伝家の宝刀 と して維持する こ と と する 。

なお 、 本制度においては医学的観点か ら評価する こ と に徹す る べき であ り 、

法的な評価をする必要はない と の意見 も あ っ た。
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3 ) 原因分析委員会にお いて ｢主体的な調整を行 う こ と を検討す る事案｣

を抽出す る基準の表現

講義論の背景】

原因分析委員会において主体的な調整を行 う こ と を検討する事案を抽出する

に あたっ て の基準であ る ｢重大な過失が明 ら かであ る と 思料 さ れる ケース ｣ と

い う 表現が分か り に く い 、 ま た刑事罰を想起 させる と の意見が あっ た こ と か ら 、

抽出する基準の変更の要否、 お よ び変更する場合の新たな抽出す る基準の表現

について議論を行っ た。

語義論の結果】

4 ) 調整委員会にお いて主体的な調整を行 う か否かを法的な観点か ら 判断

す る基準の表現

【議論の背景】

原因分析委員会において主体的な調整を行 う こ と を検討する と して抽出 した

事案について 、 調整委員会において実際に主体的な調整を行 う か否かを法的な

観点か ら判断する 基準について整理すべき と の意見があ っ た こ と か ら 、 調整委

員会において主体的な調整を行 う か否かを法的な観点か ら判断する基準の表現

について議論を行っ た。

脂叢論の結果1
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5 ) 主体的な調整を行 う か否かを法的な観点か ら審議す る場

【議論の背景】

調整委員会は こ れま で一度 も 開催 さ れていないた め 、 常設の委員会を設置す

る のではな く 、 運営委員会において審議を行 う な どの対応で も よ いのではない

か と の意見が あ っ た こ と か ら 、 主体的な調整を行 う か否かを法的な観点か ら審

議する場に関 して 、 現行の調整委員会か ら変更す る か否かについて議論を行っ

た。

脂義論の結果】

法律の専門家を 中心に構成 さ れる調整委員会において審議する こ と に よ り 、

法的な観点か ら専門的 に十分な検討を行 う こ と がで き る と 考え られ る こ と 、 お

よ び調整委員会は一度 も 開催 された こ と はないが 、 常設の委員会を設置 してお

く こ と に特段の不都合が生 じていない こ と か ら 、 主体的な調整を行 う か否かを

法的な観点か ら審議する場については 、 現行 どお り と する 。

6 ) 調整お よび調整委員会の名称

【議論の背景】

｢調整｣ と ｢調整委員会｣ の 区別が分か り に く い と の意見が あっ た こ と か ら 、

｢調整｣ お よ び ｢調整委員会｣ の名称を変更す る か否か、 お よ び変更する場合

の名称について議論を行っ た。

講義論の結果]

｢調整委員会｣ の名称については 、 主体的な調整を行 う か否かを法的な観点

か ら検討する こ と が分かる よ う 、 ｢調整検討委員会｣ に変更する こ と と する 。 -

方、 ｢調整｣ の名称は 、 現行 どお り と す る 。
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3 . 紛争の防止 田 早期解決に向 けた取組み

【現状】

本制度において は 、 重度脳性麻痺児 と その家族の経済的負担を速やかに補償

する こ と 、 お よ び医学的観点か ら原因分析を行 う こ と な どに よ り 、 紛争の防止 ･

早期解決を図 る こ と を 目 的の一つ と してい る 。

運営組織は基本的には損害賠償責任の成立要件 と な る過失認定を行わない と

してい る こ と か ら 、 紛争解決の手段は当事者間の示談、 裁判外に よ る紛争解決

(A D R ) 、 裁判所に よ る和解 ･ 判決等に委ね、 当事者間の意見調整等は行っ て

し ･ た公 し 、 。

一方 、 補償申請、 審査、 補償金請求、 お よ び原因分析の過程において 、 運営

組織は保護者お よ び分娩機関に対 してそ の都度連絡を行い 、 ま た問い合わせや

相談への対応を行っ てい る 。 特に原因分析においては 、 原因分析報告書の別紙

と して ｢家族か ら の疑問 ･ 質問 に対する 回答｣ を作成 してお り 、 そ の 中 で保護

者か ら疑問 ･ 質問 について の聞 き 取 り を行い 、 ま た医学的評価の範曠において

分かる範囲で可能な限 り 質問に答え る な ど 、 保護者の疑問が解消 さ れる よ う 努

めてい る 。

旧義論の背景】

保護者 と 分娩機関 と の間の話 し合い を促進する な ど 、 A D R の よ う な機能を

本制度に取 り 入れ る こ と を検討すべき と い っ た意見が あ っ た こ と か ら 、 紛争の

防止 ･ 早期解決に 向 けた取組みについて議論を行っ た。

議論の結果1

｢調整の あ り 方｣ に係 る議論の と お り 、 基本的には運営組織は基本的には過

失の有無を判断 し ない と する こ と か ら 、 法的 な判断を伴 う A D R の よ う な機能

を本制度に取 り 入れる こ と は 、 行わない こ と と する 。

一方 、 法的な判断を伴わない取組み と して 、 運営組織では これま で も保護者

お よ び分娩機関か ら の 問い合わせな どに対応 してい る が 、 保護者お よび分娩機

関か ら の相談な ど について丁寧に対応する こ と は 、 紛争の防止 ･ 早期解決に も
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つなが る こ と か ら 、 そ の取組みについて今後の さ ら な る 充実が望まれる 。

なお 、 当事者間の話 し合い を促進する仕組みについては 、 話 し合いが進ま な

い場合は意見の調整等を行 う べき と い っ た意見や、 話 し合いを促進す る仕組み

は必要であ る が 、 本制度 と は別に行われるべき と い っ た意見が あ っ た。
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4 . 分娩機関に対する改善に向 けた対応

【現状】

原因分析報告書では 、 分娩機関に対する 改善に向 けた対応 と して 、 ｢今後の産

科医療向上のた め に検討すべき事項｣ の項 目 で再発防止お よ び産科医療の質の

向上のた め に考え られる方策を提言 してい る 。

ま た 、 原因分析を行 う 中で分娩機関に対 して強 く 改善を求め る必要が あ る事

例 と認めた場合は 、 診療録等の不正記載等が疑われた場合の対応 、 お よ び同一

分娩機関におけ る 2 事案 目 の対応について 、 以下の対応策を策定 してい る 。

l 圏診療録等の不正記載等が疑われた場合の対応

原因分析の過程で万一診療録の記載等に不正記載等が疑われた場合は 、 分 l

l 娩機関に確認を行 う と と も に 、 追加情報の提供を求め る こ と が あ る 。 しか し 、 ;

l 再度確認を行っ て も最終的に疑問点が解消 されず、 診療録等の不正記載等が強 l

l く 疑われる と 判断された場合は 、 そ の 旨 を報告書こ記載する 。

l なお 、 極めて悪質な不正記載等であ る こ と が明 ら かであ る 旨の報告書 と な I

l っ た場合は 、 運営組織ま当該分娩機関こ対 し強 く 改善を求め る と と も に 、 状況 !

" み こ応 じて本制度か ら の脱退勧告等を行 う こ と も あ る 。

1 圏 同一分娩機関に お ける 2 事案 目 の対応

同一分娩機関におけ る 2 事案 目 の原因分析を行っ た結果、 1 事案 目 の原因 ;

l 分析報告書で指摘 した事項等について辺ま と ん ど改善がみ られない 、 も し く は l

l 1 事案 目 の報告書の受領前の分娩事案であっ て も 、 同 じ よ う な事例の発生が繰 !

l り 返 さ れ る おそれがあ る と 原因分析委員会が判断 した場合、 原因分析委員会 と i

ー 運営組織の連名 にて 、 2 事案 目 であ る こ と を指摘する と と も に 、 よ り 一層の改 l

l 善を求め る 内容の 明り紙｣ を作成 し 、 分娩機関へ送付する原因分析報告書に添 l

l 付する 。

ま た 、 ｢別紙｣ 送付か ら 半年後 を 目 処に 、 指摘事項のその後の改善取組状況 ミ

鈍こついて 当該分娩機関 よ り 報告を求め る 。
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【議論の背景1

産科医療の質の 向上のた め には 、 主体的な調整の対象 と な っ た事例について

は金銭面の調整だけでは不十分であ り 、 別途改善に向 けた対応を検討する必要

が あ る と の意見 、 お よ び診療録の改ざんや原因分析が行えないほ どの記載不備

が あ っ た場合の対応について よ り 具体的に検討すべき と の意見 、 分娩機関に対

する 改善に向 けた指導のた め に 、 事例情報を関係団体 と 共有でき る仕組みを構

築 してほ しい と の意見な どが あ っ た こ と か ら 、 分娩機関に対する 改善に向 けた

対応について議論を行っ た。

【議論の結果】

こ れま でに原因分析が行われた事例において 、 調整 (主体的調整) の対象 と

さ れた事例や、 診療録等の不正記載等が疑われた事例、 診療録の記載不足のた

め に原因分析がで き なかっ た事例 、 1 事案 目 の原因分析報告書で指摘 した事項

等についてほ と ん ど改善がみ られる こ と な く 2 事案 目 が生 じた事例はない。

こ の よ う な状況の 中で 、 強 く 改善を求め る必要が あ る事例が生ずる こ と を前

提に現状よ り も踏み込んだ対応策を策定す る こ と は 、 産科医療関係者や加入分

娩機関の理解が得 ら れない と 考え られ る こ と か ら 、 今後 こ の よ う な事例が発生

した場合には 、 改め て運営委員会において 当該事例に対す る対応を検討する こ

と と する 。

ま た 、 運営委員会において必要 と認め られた場合等に 当該分娩機関に対 して

行 う 指導等について 、 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会 と 連携する こ と が今後

の課題 と 考え る 。
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5 . 提出 さ れたデータ の再発防止 国 産料医療の質の向上に向 けた活用

【現状】

本制度において は 、 個 々 の事例について 、 分娩機関等か ら提出 さ れた診療録

等お よび児の家族か ら の情報等に も と づいて 医学的観点で原因分析を行い 、 そ

の結果を原因分析報告書 と して取 り ま と めてい る 。

ま た 、 原因分析 された個々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 分析 して ｢再

発防止に関する報告書｣ を取 り ま と めてい る 。

これ ら の報告書の公表にあたっ ては 、 保護者や分娩機関が特定 さ れる こ と が

ない よ う 、 個人情報や分娩機関が特定 される よ う な情報については掲載 しない

こ と と してい る 。 ま た 、 個人情報の利用 については 、 産科医療補償制度補償約

款お よび産科医療補償制度加入規約において利用 目 的お よび第三者への提供の

範囲を規定 してお り 、 規定 さ れた 目 的お よび範囲内に限っ て行 う こ と と してい

る 。

旧嘉命の背景】

分娩機関等か ら提出 された診療録等について 、 再発防止お よ び産科医療の質

の向上に 向 けて さ ら な る活用 を検討 して ほ しい と の意見があっ た こ と か ら 、 運

営組織に提出 さ れた診療録等のデータ の活用等について議論を行っ た。

【議論の結果】

再発防止お よび産科医療の質の 向上に向 けて 、 分娩機関等か ら提出 さ れた診

療録等に含ま れる 情報を研究や教育に活用す る こ と は重要であ る と 考え られ る 。

しか しな が ら 、 分娩機関等か ら提出 さ れた診療録等については 、 極めてセ ン

シテ ィ ブな個人情報が多 く 含まれ る こ と か ら 、 運営組織か ら外部への提供や公

表等を行 う に あた っ て は 、 個人情報保護法や疫学研究に関する倫理指針な ど 、

法令等を遵守 した対応が求め られ る 。 ま た 、 当事者の心情面に も十分に配慮す

る必要が あ る 。

こ の よ う な対応や配慮が十分でない場合は、 補償申請が抑制 されるおそれや、

分娩機関等か ら必要な書類が提出 さ れず適正な原因分析 ･ 再発防止が行われな
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いおそれが考え られる 。

こ の よ う な こ と か ら 、 本制度において 、 分娩機関等か ら提出 された診療録等

に含まれる 情報を運営組織か ら研究等の 目 的での外部への提供や公表等を行 う

こ と は困難であ る 。 こ のため 、 関係学会 ･ 団体 と 十分な連携の上、 原因分析 ･

再発防止の取組みの 中で さ ら な る活用 を検討する こ と が望ま しい。

胎児心拍数陣痛図 を産科医療関係者に対する教育 ･ 研修のた め に活用する こ

と は必要性が極めて高い こ と か ら 、 個人情報お よび分娩機関に係 る ｣情報の取扱

いに十分に留意 して 、 教材を早期に作成する こ と が望まれる 。 ま た 、 ｢再発防止

に関する報告書｣ の数量的 ･ 疫学的分析に関す るデータ の開示について も今後

検討する こ と が望まれる 。
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6 . その他

1 ) 訴権の制限

【現状】

訴権を制限する こ と は 、 日 本国憲法第 3 2 条の ｢裁判を受け る権利｣ (訴権)

を侵害する 可能性が あ る こ と か ら 、 産科医療補償制度補償約款等に訴権の制限

に関する規定を設けてお らず 、 保護者は、 補償金を受 け取っ た場合で も損害賠

償請求訴訟等を行 う こ と ができ る 。

【議論の背景】

訴権は憲法上保障 さ れてい る権利であ り 、 論点にはな り を こ く い と の意見が あ

っ たが 、 制度発足当初 よ り 、 ｢保護者の選択権を担保 した上で、 損害賠償か補償

かいずれかの選択を行 う な どの訴権の制限を検討してほ しい ｣ 、 ｢訴権が制限 さ

れていない と 紛争の防止にな ら ない ｣ と の意見 も あ っ た こ と か ら 、 本制度にお

いて訴権を実質的に制限する仕組みを設け る こ と の是非等について議論を行っ

た。

【議論の結果】

保護者が損害賠償請求訴訟を提起 した場合、 裁判の結果に よ っ ては本制度の補

償額 (3 , 000 万 円 ) を超え る賠償金 と な る事例 も考え られ る た め 、 訴権を制限す

る こ と は 、 保護者の利益を損な う おそれがあ る 。

ま た 、 訴権の制限が あ る こ と に よ っ て本制度への補償申請が行われず、 従来の

損害賠償請求の枠組みで補償を求め る よ う なケース が多 く な っ た場合、 本制度

の紛争の防止 ･ 早期解決の効果が現行の仕組み よ り 薄れ る 可能性や、 脳性麻痺

発症の実態の把握が困難にな り 、 かえ っ て再発防止につなが ら ない可能性があ

る 。

さ ら に 、 仮に ｢裁判を受け る権利｣ を制限する仕組みを設け る場合には 、 制限

して も止む を得ない合理的な理由 と 必要な代替措置が必要 と 考え られる が 、 本

制度においては 、 裁判 を受け る権利を制限 し な ければな ら ない合理的な理由 が
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あ る と は考え難 く 、 ま た現在の補償額では一般的な損害賠償の水準 と の差が大

き いため代替措置 と して十分な も の と も言えない。

こ の よ う な こ と か ら 、 本制度において訴権を制限する仕組みは設けない こ と と

す る 。

2 ) 運営組織の分割

【現状】

本制度は補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能を併せ持つ制度であ り 、 そ

れ ら が車の両輪 と して機能する必要が あ る こ と 、 お よ び公正で中立的な第三者

機関であ る運営組織において補償に関する審査 と 原因分析 ･ 再発防止が行われ

る必要が あ る こ と な どか ら 、 当機構が 、 本制度の運営組織 と して これ ら の機能

を一元的に担っ てい る 。

脂義論の背景】

適正な原因分析を行 う た め に 、 補償 と 原因分析 ･ 再発防止の枠組みは分け る

べき と の意見が あ っ た こ と か ら 、 現状の枠組みを変更する か ど う かについて議

論を行っ た。

脂議論の結果】

制度創設時に議論 さ れた と お り 、 補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能は

本制度の二本柱であ り 、 車の両輪 と して機能する こ と が 、 紛争の防止 ･ 早期解

決、 お よ び産科医療の質の向上につなが る と 考え られ る 。

ま た 、 実際の制度運営において 、 審査は 、 原因分析 と は切 り 離 して補償対象

の基準に該当する か ど う かを審議 し 、 原因分析は 、 医学的観点か ら脳性麻痺発

症の原因 について分析等を行っ てお り 、 同一組織で補償に関する審査 と 原因分

析 ･ 再発防止を行 う こ と に よ る 問題は生 じていない。

こ の よ う な こ と か ら 、 補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能を担 う 組織の

分割は行わない こ と と する 。
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3 ) 診断医への対応

【現状】

本制度において は 、 補償申請や補償分割金請求の際にそれぞれの専用診断書

が必要書類 と して提出 さ れてい る 。 こ れ ら の専用診断書の う ち 、 補償 申請用 の

専用診断書は一般的な診断書よ り 記載項 目 等が格段に多 く 、 ま た審査に あた っ

て重要な書類 と なっ てい る 。

こ のた め 、 補償 申請用 の専用診断書を作成でき る 医師は 、 身体障害者福祉法

第 1 5 条第 1 項の規定に基づ く 障害区分 ｢肢体不 自 由 ｣ の認定に係 る小児の診療

等を専門分野 と す る 医師、 ま たは 日 本小児神経学会の定め る小児神経専門医 と

規定 してい る 。 ま た 、 本制度の診断基準や診断書を作成す る上での留意点等を

ま と めた ｢診断書作成の手引 き ｣ を作成 し 、 診断書を作成する 医師 (以下、 ｢診

断医｣ と い う ) 等に周知 を図っ てい る が 、 診断書作成に時間がかか る な どの物

理的な負担、 お よび補償可否の審査 と 関連する こ と な どに よ る精神的な負担が 、

診断医にかかっ てい る 。

一方、 診断書料は医療機関か ら保護者に対 して請求 さ れてい る た め 、 本制度

と して は診断医に対する診断書作成に係 る報酬の支払いは行っ ていない。

【議論の背景】

保護者が補償申請 しやすい診断体制の整備を図 る た め には 、 診断医が過大な

負担な く 診断書を作成で き る環境を検討すべき と の意見が あっ た こ と か ら 、 診

断医への対応について議論を行っ た。

【議論の結果 】

診断医の負担に報い る た め には 、 ｢物理的 ･ 精神的な負担の軽減｣ と ｢診断書

料等の報酬の支払い｣ のふたつの方向が考え られる 。

｢物理的 ･ 精神的な負担の軽減｣ に関 して は 、 診断書を作成する 際に参考 と

な る 実例集の作成な ど支援ツール類の一層の充実、 診断書を記載 しやす く す る

た め のチェ ッ ク ボ ッ ク ス方式の大幅な導入等の書式の改訂、 ま た将来的に診断

基準 自 体を見直す機会が あ る場合に診断項 目 の整理等を検討する こ と な ど に よ
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り 、 診断医の負担軽減を図 る こ と が望まれる 。 さ ら に 、 補償対象 と な る か杏か

の判断の責任は運営組織が負 う も のであ る こ と について 、 一層 の広報な どに努

め る こ と も重要であ る 。

一方、 ｢診断書料等の報酬の支払い｣ に 関 しては 、 診断書料が医療機関に支払

われてい る こ と か ら 、 別途何 ら かの報酬を支払 う 場合は 、 支払 う 側 、 受 け取 る

側の双方で可否について整理する必要が あ り 、 現時点での診断医に対する報酬

の支払いは難 しい と 考え る 。 しか しなが ら 、 診断医の負担に報い る方策につい

て今後 と も検討する こ と が望まれる 。
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これまでの検討経過

回 開 催 日 議 題

第 1 0 回

(見直 し

第 1 回)

平成 2 4 年

2 月 1 5 日

1 . 第 9 運営委員会の主な意見について

2 . 産科医療補償制度運営委員会の位置付け等につ

し いて

3 . 現行制度の現状の評価について

4 . ヒ ヤ リ ング

･ 岡井 崇 氏 (原因分析委員会委員長、 日 本

産科婦人科学会副理事長)

5 . 主な検討課題 と 論点について

6 . その他

第 1 1 回

(見直 し

第 2 回)

4 月 6 日 1 . 第 1 0 回運営委員会の主な意見について

2 . ヒ ヤ リ ン グ

@ 戸苅 創 氏 (審査委員会委員長、 名古屋

市立大学理事長 ･ 学長)

･ 池ノ 上 克 氏 (再発防止委員会委員長、 宮

崎大学医学部附属病院院長)

･ 豊 田 郁子 氏 (新葛飾病院医療安全対策室

セーフテ ィ ーマネージャー)

･ 寺尾 俊彦 氏 ( 日 本産婦人科医会会長)

3 . その他

第 1 2 回

(見直 し

第 3 回)

6 月 8 日 1 . 第 1 1 回運営委員会の主な意見について

2 . ヒ ヤ リ ング

･ 加藤 良夫 氏 (弁護士)

平岩 敬一 氏 (弁護士)

3 . 制度の現状 と 評価等に係 る データ の例について

･ 医師賠償責任保険におけ る脳性麻痺事例

･ 本制度の専用診断書のデータベース



回 開 催 日 議 題

第 1 3 回

(見直 し

第 4 回)

7 月 2 0 日 I . 産科医療補償制度の見直 しに関する事項

1 . 第 1 2 回運営委員会の主な意見について

2 . 運営委員会におけ る見直 しに係 る 主な意見につ

し いて

ロ . 産科医療補償制度の運営状況に関する事項

1 . 産科医療補償制度の動向 について

2 . 審査お よび補償の実施状況等について

3 . 原因分析の実施状況等について

4 . 再発防止の実施状況等について

5 . 制度収支状況について

田 . その他

第 1 4 回

(見直 し

第 5 回)

9 月 1 8 日 1 . 第 1 3 回運営委員会の主な意見について

2 . 今後の制度見直 しの検討の進め方について

3 . 保護者お よび分娩機関へのア ンケー ト の実施に

ら) し 、 て

4 . 原因分析に係 る検討の進め方について

5 . そ の他

第 1 5 回

(見直 し

第 6 回)

1 1 月 1 日 1 . 第 1 4 回運営委員会の主な意見について

2 . 医学的調査専門委員会の状況について

3 . 原因分析の あ り 方について

4 . 訴権の制限について

5 . その他

第 1 6 回

(見直 し

第 7 回)

1 2 月 1 1 日 I . 産科医療補償制度の運営状況に関する事項

1 . 産科医療補償制度の動向 について

2 . 審査お よび補償の実施状況等について

3 . 原因分析の実施状況等について

4 . 再発防止の実施状況等について

5 . 制度 、 補償申請に係 る周知等について

ロ . 産科医療補償制度の運営状況に関する事項

1 . 今後の制度見直 しの検討の進め方について

2 . 第 1 5 回運営委員会の主な意見について

3 . 調整のあ り 方について

4 . 社会保障審議会 ･ 医療保険部会におけ る議論の

状況について

田 . そ の他

リ
ム



回 開 催 日 議 題

第 1 7 回

(見直 し

第 8 回)

平成 2 5 年

2 月 7 日

1 . 第 1 6 回運営委員会の主な意見について

2 . 保護者お よび分娩機関へのア ンケー ト について

(集計結果)

3 . 調整の あ り 方について

4 . 紛争防止 ･ 早期解決に向 けた取組みについて

5 . そ の他

第 1 8 回

(見直 し

第 9 回)

3 月 5 日 1 . 第 1 7 回運営委員会の主な意見について

2 . 調整の あ り 方について

3 . 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組みについ

て

4 . 原因分析のあ り 方について

5 . 運営組織の分割について

6 . そ の他

第 1 9 回

(見直 し

第 10 回 )

4 月 2 日 1 . 第 1 8 回運営委員会の主な意見について

2 . 診断医への対応について

3 . 強 く 改善を求め る必要が あ る事例への対応に

こ) し ゞて

4 . 制度関連データ の再発防止 ･ 産科医療の質の

向上に向 けた活用 について

5 . そ の他



保護者および分娩機関へのア ンケー ト について (集計結果の概要)

1 . 目 的

補償対象 と な っ た児の保護者お よ び児が出生 した分娩機関か ら本制度に

対する意見等を収集する こ と に よ り 、 本制度の評価お よび制度運営の課題

について検証 し 、 今後の制度見直 しお よび制度運営に資する こ と を 目 的に 、

平成 24 年にア ンケー ト を実施 した。

2 . 対象

平成 24 年 6 月 末ま でに補償対象 と認定 された 327 事例の児の保護者、 お

よび児が出生 した分娩機関

3 . 実施時期

平成 24 年 1 0 月

4 . 結果

ア . 回答率

保護者 69 . 0% (2 2 5/32 6 ) 、 分娩機関 66 . 3% ( 1 9 5 /294)

なお 、 送付先に補償対象 と認定さ れた事例が複数あ る場合は 、 当該の保

護者お よび分娩機関に 1 通のみ送付 した。

イ . 集計結果の概要

補償対象 と認定 された児の保護者の 9 1% 、 お よび分娩機関の 83%が本制

度があっ て よ かっ た と 思 う と 回答 し 、 よ かっ た理由 と して保護者、 分娩機

関 と も に ｢補償金を受け取 り 、 看護 e 介護に関する経済的負担が軽減 した

ので｣ ｢原因分析が行われる ので｣ の順に多 く 挙げ られた。 一方、 保護者の

8% 、 分娩機関の 1 1%が よ かっ た と 思 う か ど う かわか ら ない と の回答であ っ

た。

5 . 本ア ンケー ト の活用方法

本ア ンケー ト の結果については 、 制度見直 しに向 けた各検討課題の議論

において活用する他、 制度にかかる周知な ど制度運営に順次活用 してい る 。



保護者へのアンケートの集計結果

1 . 送付先
0平成24年6月 末までに補償対象と認定された児の保護者に郵便にて送付した 。

(送付件数 : 3 2 6件)

2 . 回答左法と回答数
○アンケートは無記名 式であ り 、 郵便にて返送された 。

(アンケートの中で、 ヒヤリング調査へのご協力をお願いしたところ 、 9 8名 の方から
ご了解をいただいた 。 ご了解いただいた方には、 お名前 ･ ご連絡先をご記入
いただいている )

0回答数 : 2 25件 ( 回答率 : 6 9 . 0% )

3 . 集囲十左法
0各間の選択肢別の割合は 、 原則回答数 ( 225件) を分母として算出 し 、 小数点以下を
四捨五入して記載している 。
なお 、 分母が回答数(2 25件) と異なる場合は 、 その 旨を記載している 。
また 、 複数回答可としている間については 、 合計が1 00%にならない場合がある 。

ご回答いただいた保護者の基本情報

‐ し 東京 1 7 (8%)

‐ 大阪 1 6 (7%)

兵庫 1 5 ( 7%)

くり. お子様を出産した都道府県 ~ 神奈川 1 3 (6%)
′ 北海道 1 3 (6%)

~ □診療所、 医院、 ク リニック 75 (3 3%)

健気 お子様を出産した分娩機関の種別 > □肋産所 4 (2%)

、 □その他 ( ) 1 (0%)

き 1 ＼ ^ ~ ' ＼ , ご ' を Y 、 ＼ . ′ U ( 回答なし ) 3 ( 1 %)
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問 1 .

この制度においては 、 妊産婦の皆様に制度について知っていただくために 、 分娩を取扱う病院や 、
診療所、 肋産所 (以下 、 ｢分娩機関｣ と し 、います) にて 、 妊産婦の皆様にチラシをお配り し 、 制度の説
明をすることとしています 。
また、 それ以外にも母子健康手帳をお渡しする際にチラシをお配りするほか 、 ホームページ等で広
報を行っています。 以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) にご回答ください 。

て1 )
分娩機関から 、 この制度の内容についてチラシ等で説明を受けました
か 。 該当する番号ひとつに0をつけてください 。

1 . はい 1 83 (8 1 %)

2 . いいえ 1 6 (7%)

3 . 覚えていない 25 ( 1 1 %)

( 回答なし) ｣｢I･ (0%)

(2)
母子健康手帳を受け取る際に 、 この制度のチラシも受け取りました
かびへ該当する番号ひとつに0をつけてください。

1 . は し 、 44 (20%)

2 , い いえ T O 1 (45%)

3 . 覚えていない 79 (3 5%)

( 回答なし) JTI.■ (0%)

(3 )

) ( ゆ く 2 ) 以外に、 この制度に関する情報をどこかで見たりき 調べたり さ
れまじたか。 該当する番号すべてに○をつけてください 。

(本間は複数回答可としている 。 また 、 それぞれ回答数225に対する割合を算出 し
記載しているため 、 合計がT OO%にはならない)

1 . ポスター (※ ) 6 9 (3 1 %)

2 . 本 ･ 雑誌 9 (4%)

3 . 新聞 1 7 (8%)

4 . 日 本医療機能評価機構
のホームページ

58 (26%)

5 . 医療機関のホームペー
ジ

1 2 (5%)

6 . その他のインターネット
(具体的に : )

8 (4%)

7 . その他 (具体的に : ) 25 ( 1 1 %)

｢ 7 . その他 (具体的に : ) - 墹に記載された主な内容は以下の通りである .

0 病院 ( 6件)

0 分娩機関にあったチラシや加入証 (3件 )

0 テレビ(2件)

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ……… - - - - - … - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … - - 一 - - - - … - - 一 - - - - - - …一 - - - - - - - - - - - - … - - - -… 一… - - - - …｢

I ;

熟淘機齢飾者あ議癜墾籏済概牛載場所をヒヤ リングし端瓢ま以下の通りである o 鯛牛)
l o覚えていない : 1 件

(※ ) ｢ 1 . ポスター｣ を選んだ方を対象に、 その掲載場所をヒヤ リングした結果は以下の通りである 。 ( 1 8件)
0分娩機関に貼ってあったポスターを見た : 1 7件
0覚えていない : 1 件

診今後 、 制度に関する周知の取組みを行う際に活用する 。



問2 分娩機関に補償申請されたきっかけや、 その時のお子様の年齢についてご回答ください 。

＼ “ ) 、

補償申請にあた り 、 出 産された分娩機関やお子様の主治医等(*)から補償申請に関する案内があり
まじたか 、 それともご自身から問い合わせをされましたかリアとイ . についてそれぞれ該当する番号 ′
ひとつに0をつけてください 。 ( * )お子様が医療機関で見てもらっている医師をいいます。 複数の場
合もあります。

, 、 ア 出産された分娩機関

1 . 分娩機関から案内があっ
た

73 (32%)

2 . 自 分から分娩機関に問
い合わせたく※ )

1 05 (47%)

3 . その他 ( ) 28 ( 1 2%)

(回答なし ) 1 9 (8%)

｢ 3 . その他 ( 川棚に旨亘裁されれ主な内容は以下の通りである .

0 主治医 ( 6件)

0 搬送先の病院 ( 2件)

/-イ

I 1 . 主治医等から案内があつ
き ! た

望 自 分から主治医等に間
糾合わせた(※ )

お子様の主治医等 (看護師等の医療スタッフも含む ) ! 3 . 補償蟠割こ関する話はしi ていない
L--一……-- 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - --一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

、 ‘ i 4 . その他 ( )
、 l - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

、 l ( 回答なし)

94 (42%)

2 . 自 分から主治医等に問
い合わせた(※ )

9 8 (44%)

3ネ副賞申請に関する話はし
ていない

1 9 (8%)

4 . その他 ( ) 7 (3%)

7 (3%)

(※ )ア . イ . で ｢ 2 . 自 分から分娩機関 ･ 主治医等に問い合わせた｣ きっかけについてヒヤリングした結果は以下の通りで
ある 。 (主な意見のみ掲載)
○搬送先 (NICU ) のスタッフが教えてくれた 。
0小児科に案内してもらった 。
○加入証を見て思い出 した。

( 2) ゞ

( 1 ) 以外には 、 どち らから情報を入手しましたか。 以下該当する番号
すべてに○をつけてください 。 (※ )

(本間は複数回答町としている 。 また 、 それぞれ回答数225に対する割合を算出し
記載しているため 、 合計が1 00%にはならない)

1 . 入所 ･ 通所している施設 1 2 (5%)

2 . 親族や知人 22 ( 1 0%)

3 . 市区町村や保健所等 5 (2%)

4 . 日 本医療機能評価機構
のホームページ

9 1 (40%)

5 . 日 本医療機能評価機構
へのお電話等による問い合
わせ

33 ( 1 5%)

6 . その他 ( ) 22 ( 1 0%)

｢ 6 . その他 ( M欄に記載きれれ主な内容は以下の通りである .

0 分娩機関から配られたチラシ (4件)

0 健診先の病院 (2件)

; ( ※ ) ｢ 日 常生活において 、 本制度以外の手当や情報を収集するためによく利用する先 ｣をヒヤ リングした結果は以下の l
l 通 りである 。 (主な意見のみ掲載)
l o市役所 ･ 区役所等の障害福祉課 (各種手当の 申請のため)
l o リハビ リ のための施設や小児科等の医療施設
l o療育センターや障害児向けの保育園

(※ ) ｢ 日 常生活において 、 本制度以外の手当や情報を収集するためによく利用する先 ｣をヒヤ リングした結果は以下の
通りである 。 (主な意見のみ掲載)
0市役所 ･ 区役所等の障害福祉課 (各種手当の 申請のため)
0 リハビ リ のための施設や小児科等の医療施設
0療育センターや障害児向けの保育園

--
‐
'
‐
'
‐

'
-

-
.
-

-
-

-
-
‐
-
-
‘
1
-
･
-
'
-
‐
-
'
‘
‐
-
‐
-
'
-
‐
-

‐
-
･
L

-

｢

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【 - - - - - - 【 - - - - - - - - - - - - - - 【 - - - - - - - - - - 【 【 一 - - - - - - - - 【 一 - - - - - - - - - - 【 一 - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 ･
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( 3 )
分娩機関に補償申請の書類を提出された時のお子様の年齢をご記
入ください 。

お子様が ( 歳
ヶ月 ) の頃

記載 れた内容券以下の年齢区分ごとに事務局にて集計し二結果は以下の通りである 。
ロ

~ 1 歳 90 40%

1 歳~ 1 歳6ヶ月 70 3 1 %

1 歳6ヶ月 ~ 2歳 24 1 1 %

2歳~ 2歳6ヶ 月 1 9 8%

2歳6ヶ月 ~3歳 1 2 5%

3歳~ O 0%

回答なし 1 0 4%

(4)
補償申請の準備や手続きにあた り 、 困った点や気づいた点がありまし
たらご記入ください 。 ね ′ ′

( 困った点や気づいた点 :
)

( 回答件数)

1 1 8

｢ ( 困った点や気づし 、た点 : ) - 欄せ記載されれ主な内容は以下の通りである 。

｢分娩機関等の補償申請に関する対応｣ に関する意見が最も多く 、 次に ｢補償申請書類や手続き時
の手間｣ ｢診断医｣ に関する意見が多かった 。

鬮鬮
( 1 ) 分娩機関等の補償申請に関する対応に関する意見

○ 出産した医療機関が制度のことがわからず、 何度となく電話で問い合わせをしなければならなかっ
た 。

協力医と主治医が異なる為 、 書類や検査データを揃えるのに時間がかかった 。

0 医師に ｢分娩中でないと認定されない｣ と言われた 。 医師が制度についてまったく理解していない。
書類を書ける医師がいない 。

0 自分で手続き出来ると思った時期が早かったからか 、 分娩機関からは何の説明もなく 、 自 分から問
い合わせするのに戸惑った 。 何歳以降よ り手続きができるといった問い合わせも含め分かると良
い 。

○ 主治医の先生が迅速に処理してくれたので手続きがスムーズでした 。

( 2 ) 補償申請書類や手続き時の手間に関する意見

0 書類が多すぎて、 先生が大変でした 。 言葉が難しすぎて大変だった 。 時間がかかりすぎ。

0 添付する写真について 、 どのような状態を写したら良いか少し迷った 。

○ 印鑑登録を両親ともしなければならなかった事。 代表 1 人でも良いのでは ? とも思います。 転勤族な
ので、 これからも住所も何回も変わっていくので手続きが負担です 。

( 3 ) 診断医制度に関する意見

0 最初の申請の時の診断書を書いてくれる先生がすぐにみつからなかった 。 それで少し時間がかかっ
た事。

0 診断していただくにあた り 、 医師が慣れていないせいか不手際を感じることが多かった 。 身体が不 自
由な子どもを何度も病院に連れて行き 、 長い時間待たされることの不信感を抱いた 。 無駄な受診が
あった気がする 。

ゐ更なる分析を行なった上で、 今後補償申請の手続き等について検討を行う際に活用する 。
また 、 補償申請時に必要な診断に関する意見については 、 今後の運営委員会において｢診断のあ り方｣ について議論す
る際に活用する 。
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問3
補償申請の際に提出 した専用診断書を作成された医師についてご回
答ください。 専用診断書を作成された医師について該当する番号ひと
つに○をつけてください 。

1 . 主治医である医師 奮 24 (5 5%)

2 . 主治医から紹介された医
師

68 (30%)

3 . 分娩機関から紹介された
医師

7 (3%)

4 . 市区町村や保健所等か
ら紹介された医師

3 ( 1 %)

5 . 日 本医療機能評価機構
のホームページで探した医
師 - -

1 0 (4%)

6 . その他 ( ) 7 (3%)

( 回答なし) 6 (3%)

｢ 6 . その他 ( ) -欄に記載された主な内容は以下の踊 りである .

0 主治医の上司 ( 2件 )

二問 2 (4 ) と併せて 、 今後の運営委員会において ｢診断のあり方｣ について議論する際に活用する 。

問4
現在のお子様の看護 ･ 介護についてご回答ください 。
(本間の割合は 、 ｢お子様が亡くなられた｣場合のチェック欄にチぬツクのなかった1 90を分母に算出 している 。 ただし(2)
は除く〉

お子様が亡くなられている場合はチ訟ツクしてください。 その場合は 、
問4と間引こついてのご回答は不要です。

亀 チェックあ り 35 ( 1 6%)

2 . チ訟ツクなし 1 90 (84%)

･ Q M 現在のお子様の主な生活場所はどちらですか心 該当する番号ひとつ
麓◎をつけてくだきいけ

1 . 在宅 (適所を含む) 1 5 6 (82%)

2 . 病院 f 8 (9%)

3 . 入所施設 (肢体不 自 由児
施設や療育センター等)

1 2 (6%)

4 . その他 (具体的に : ) 3 (2%)

( 回答なし) ( 1 %)

｢4 . その他 (具休的に : ) ｣欄に記載され中主な内容は以下の通りである 。

0 保育園と 自 宅 ( 2件 )

( 2)

( 1 ) でr 1 。 在宅｣または ｢4 . その他｣ とご回答された方にお伺いします。
最近のお子様の医療機関受診やリハビリテーションについてどのような状況ですか 。 アとイ . につい ･
てそれぞれ該当する番号ひとつに○ をつけてください d

(本間の割合は 、 (1 )で｢在宅｣または ｢その他｣ と回答された1 59を分母に算出 している )

ア. 医療機関受診について

1 . 受診していない (理由 : ) 0 (0%)

2 . 年に数回 34 (2 1 %)

3 . 月 に 1 ~ 2回 1 1 0 (6 9%)

4 . 月 に3回以上 1 5 ( 9%)

( 回答なし) 0 (0%)

イ リハビリテーションについて

乱 受けていない (理由 : ) 7 (4%)

2 . 年に数回 l ( 1 %)

3 . 月 に 1 ~ 2回 35 (22%)

4 . 月 に3回以上 1 1 6 (73%)

( 回答なし) 0 (0%)

｢イ . リハビ リテーションについて｣ の 、 r 1 . 受 けていない(理由 : ) - 墹に許訛された主な内容は以下の通りである 。

0 兄弟がいるため 、 通うのが困難である 。 ( 2件)
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( 3 )
お子様の身体障害者手帳に記載の身体障害者障害程度等級につい
て 、 該当する番号ひとつに0 をつけてください 0

1 . 1 級 1 6 8 (88%)

2 . 2級 1 5 (8%)

3 . その他 ( 級) ｣｢I･ ( 1 %)

4 . 身体障害者手帳を持って
し 、な し 、

5 (3%)

( 回答なし) ｣『I■ ( 1 %)

｢ 3 . その他 ( 級 ) -欄に群截された内容は以下の涌 りである .

0 3級

(4)

最近のお子様の食事の状況について、 該当する番号すべてに0をつ
けてください 。

(本間は複数回答可としてお り 、 それぞれ回答数 1 90に対する割合を算出し記載し
ているため 、 合計が1 00%にはならない) く

1 . 経 口 (食べることができ
る )

7 2 (38%)

2 . 経鼻胃 管 (鼻から食道を
通って胃まで管 (チューブ) を
入れて 、 そこから栄養を入れ
る )

48 (25%)

3 . 胃 ろう ( お腹の壁から 胃
に管 (チューブ) を通して 、 そ
こから栄養を入れる )

63 (33%)

4 . 賜ろう ( お腹の壁から腸
に管 (チューブ) を通して 、 そ
こから栄養を入れる )

3 (2%)

5 . その他の経陽 (4 . 以外
の方法で腸に直接栄養を入
れる )

1 0 (5%)

6 . その他 護 ( 1 %)

, ( 5)

最近のお子様の治療状況について、 該当する番号すべてに0をつけ
てください 。 また、 ｢5 . 人工呼吸器を使っている J とご回答された場合
は く 該当する口に函を裔願し 、 します6

(本間は複数回答司としてお り 、 それぞれ回答数1 90に対する割合を算出し記載し
ているため 、 合計がT OO%にはならない)

1 薬 1 6 2 (85%)

2 . 酸素 4 1 (22%)

3 . 気道の加湿や吸引等 1 08 (57%)

4 . 気管に管を入れたり気管
を切開している

67 (35%)

5 . 人工呼吸器を使っている
( 口常時)

3 7 ( 1 9%)

5 . 人工呼吸器を使っている
( 口数時間 )

4 (2%)

5 . 人工呼吸器を使っている
(ブランク )

3 (2%)



日 常生活の中で、 お子様の看護 ･介護に関し 、 因っている点ほどのよ く回答件数)U うなことですか 。 看護 ･介護のサ-ビスに関することや 、 看護 ゞ介護に (因っている点 : ‐ “▲
･ , 要する経済的負担 、 保護者の時間的 ･ 仲本力的不安などについて具体 ) 1 66

的にご記入ください。

｢ (困っている点 : ) 欄に記載された主な内容は以下の踊 りである ^

｢ 24時間介護が大変である｣ ｢ お風呂 に入れる等の移動が大変である ｣ といった現在困っている看
護 . 介護に関する意見が大半であ り 、 行政サービスや施設の充実 ･ 改善を望んでいる 。 また 、 ｢就労
ができず、 経済的に不安である｣ ｢介護者 (母親) の健康にも影響がでてお り 、 今後介護を続けている
か不安j といった将来に対する不安の意見も多 くあった 。

鬮圓
( 1 ) 現在の看護 ･ 介護に関するご意見

○ 大きくなってきたので、 おぷ･ろが大変になってきました 。

0 外出が思うように出来ない 。
上の子たちの学校 、 幼稚園行事に参加出来ない事が多い 。 参加できたとしても 、 とても大変 。
数時間単位で、 また 、 何かあったら 、 日 単位で預かってくれる医療機関などが近くにあると助かりま
す 。
沢山の方々 にお世話になることが大変心苦しいですが、 皆様のご協力を得られない看護の 日 々 に
なりますと 、 日 常生活を送ることはなかなか難しいと思います 。

0 ベビーカーを嫌がり 1 1 kgある現在も移動は抱っこです。 まだ小さいのでいいのですが今後はベビー
カーやバギ一把慣れてくれるといいです。 母子家庭となり 、 今の所は手当てで生活出来ているが今
後どうなっていくかは不安です。

0 低体温になりやすく 、 体温調節がむずかしく 日 々神経を使う 。
通常の (県や市が負担する ) 歯科検診が受けられず、 自 分で医師を探しボランティアという形で受け
ている 。

週に3回 、 入浴をさせているが、 今後 、 体が大きくなった場合 、 入浴方法に不安がある 。 入浴介助は
家族にとって負担が大きい 。
24時間の介護が必要なため 、 自 由 に外出できないことは精神的に負担が大きい 。
感染や24時間のケアを考えて個室になるが、 入院時の個室代がかかる場合 、 経済的負担は大き
いと思う 。

0 保護者の時間がない 。 単独で預かってくれる所がないので、 仕事がない 。 看護に時間 飜 体力を使い 、
他の兄弟への時間をあまり割けず、 かわいそうな思いをさせている 。

0 日 常生活のほとんどの介護が必要なので介護をする側の時間のゆ とりが全く無く他の子供の事に
までなかなか手がまわらない 。 とてもス ト レスがたまる 。 成長するにつれ体重も重くなり抱き上げたり
する事が困難になってきている 。 肩こ りや腰痛など肥脳まされている 。

( 2 ) 将来に対する不安の意見

0 これから身体が大きくなってくる につれて 、 どこまで在宅でみれるかの不安 。
子供が学校に行き始めたら 、 働きたいが放課後 、 預かってくれる施設がないので、 働きたくても働け
ないこと 。

0 胃瘻からの注入が 1 日 4回で 1 回につき2時間かかる 、 えづきもあるので、 目 が離せない 。
すべての生活において不便であ り Jまとんど毎 日 リハビリ に通い 、 交通費もかかる 。
体温調節がむずかしい我が子はエアコンも毎 日 つけっぱなしで光熱費だけでもすごいかか り 、 負担
が大きい 。
身体の休まる時間もなく 、 これから先体力的にも不安。

○ 毎 日 、 病院に通う事しかできないので、 母親の私が全く働くことが出来ず収入がない 。
通院によ り 、 時間がなくなる 。 肉体的にも精神的にもつかれはてている 。
以前には全くなかった不整脈にな り 、 体に 自 信もなくなっている 。

0 日 中 (朝早くから夜遅くまで) 私一人で娘をみなければいけないこと 。
保育園に預かってもらえず、 仕事を継続できないこと 。
受け入れてくれる ｢児童発達支援｣ の数が少なく 、 事業所が遠いこと 。
抱っこをしていて 、 腰を痛めそうなこと 。
両親 (私たち ) 亡き後 、 娘がどうなるのか 、 という不安 。

ご今後の運営委員会におし 、て 、 関連する議題について議論する際に活用する 。
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1 2

間5

今後のお子様の看護 ･介護についてお伺いします。
今後望まれる 、 お子様の生活についてご回答ください 。 該当する番号
ひとつに○をつけてください 0 またその生活のために必要なものにつ
いてご回答ください 。 . ,

(本間の割合は 、 ｢お子様が亡くなられた｣場合のチェック亦馴こチェックのなかった
1 90を分母に算出している)

1 . 在宅を中心とした生活
(通所を含む)

1 60 (84%)

2 . 病院を中心とした生活 6 (3%)

言テヌ所施設言申7畜右じだ笙
嚢煮-- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

1 8 (9%)

4 . その他 (具体的に : ) 2 ( 1 %)

( 回答なし) 4 (2%)

(選んだ理由
)

(その生活のために必要なもの
)

｢ 1



りである 。

0 病院、 周 り の理解 、 現在受けている医療費の補償 (免除)

｢ 3 . 入所縮垂認を中心とした生活｣を撰んだ方の ｢選んだ理由 ( ) 1 墹に言R罰されを主な内容は以下の通りである 。

｢児の状態が悪く 、 自 宅での介護が難しいため ｣ といった意見が多く 、 それ以外には ｢母親が働くた
め｣ との意見が多かった 。

鬮圓
○ 初めは 、 在宅を考えていたが、 子供の看病はとても難しく 、 24時間体制で、 両親の私たちだけで看る
ことに限界があるため 。 本当 は一緒に暮らしたいと思っている 。

0 3人の子供がいるため 、 今後 、 経済的にも上2人の子供の将来のために私が働かないといけないた
め

｢& 入所施設を中心とした生活｣を選んだ方の ｢その生活のために必要な事の ( ) - 欄に評欝された主な内容廿以下

｢児の状態が悪く 、 自 宅での介護が難しいため ｣ といった意見が多く 、 それ以外には ｢母親が働くた
め｣ との意見が多かった 。

鬮圓
○ 初めは 、 在宅を考えていたが、 子供の看病はとても難しく 、 24時間体制で、 両親の私たちだけで看る
ことに限界があるため 。 本当 は一緒に暮らしたいと思っている 。

0 3人の子供がいるため 、 今後 、 経済的にも上2人の子供の将来のために私が働かないといけないた
め

｢& 入所施設を中心とした生活｣を選んだ方の ｢その生活のために必要な事の ( ) - 欄に評欝された主な内容甘 I)
の通 りである 。

0 入所施設の拡大と拡充 、 充実した医療と看護師
0 施設近くへ引越したい 。

r 2 . 病院を中心としれ生活 - を選んだ方の ｢選んだ理由 ( ) -欄に記載された主な内容は以下の通りである 。

｢ 2 . 病院を中心とした生活 - を選んだ方の ｢その生活のために必要なもの ( ) ｣欄に記載された主な内容は以下の運

0 施設近くへ引越したい 。

詩今後の運営委員会において 、 関連する議題について議論する際に活用する 。
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問G

補償申請等のご経験や 、 周 りの障害のあるお子様の状況等に関連し
て、 補償対象範囲についてどのように思いますか 。 該当する番号ひと
つに○をつけてください。 また、 その理由もご記入ください 。 (上に記載
の規定のうち 、 一部の補償対象範囲についてのご意見でもいいです)

1 . 広 げたほうがよい 75 (3 3 %)

2 . どち らかという と広げたほ
うがよい

5 I (23 %)

a どち ら ともいえない 9 1 (40%)

4 . どち らかという と狭めたほ
うがよい

3 ( 1 % 、.｣‐

5 . 狭めた方がよい O (0% 、.′‐

( 回答なし ) 5 (2% .･｣‐

(選んだ理由 :
. )

｢ 1

診更なる分析を行った上で、 今後の運営委員会において 『補償範囲｣ について議論する際に活用する 。
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問7
この制度では、 準備一時金と補償分割金あわせて3 ,000万円をお支払する仕組みとなっております。
以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) にご回答ください 。

( 1 )

準備一時金は 、 介護のために住宅や車両を改造したり 、 福祉機器等
の介護のための用品を購入するなど、 お子様の看護 ･ 介護を行うにあ
たづての基盤整備のための資金として600万円をお支払することとし
ています。 ご
実際にかかる費用や労力 と比較して、 この準備テ時金600万円 の氷
準についてどのよ引こ思いますか 。 該当する番号ひとつにQをつけて
ください 。 また 、 その理由もご記入ください○ ,

1 . 多 い 3 ( 1 % )

2 . どち らかという と多い 9 (4%)

3 . どち ら ともいえない 1 52 (68%)

4 . どち らかという と少ない 24 (= %)

5 . 少ない 33 ( 1 5%)

( 回答なし) 4 (2%)

(選んだ理由 "
)

｢ 1 い ｣ または ｢2 . どち らかという と多い l 番翼んだ方の r選んだ理由 ( 川棚に記載された主な内容は以下の通り
である 。

圓鬮
0 多くて助かりました 。

3歳を過ぎ、 体も大きくなり 、 子供の車の乗せ降ろしが大変になってきました 。
車の購入で福祉車両にすることができました 。

｢3 . どち らともいえない｣を選んだ方の ｢讓んだ理由 ( ) ｣欄に記載された主な内容は以下の踊 りである .

大半が門将来の ことであ り 、 現時点では分からない｣ との意見であった 。 次に ｢価値観や児の状況に
よ り異なるので｣ ｢ちょう ど良いと思う｣ との意見であった。

鬮鬮
0 これから在宅の準備をするので、 どの くらい費用がかかるかわからないから 。 でも対象の子を満足
いく形で受け入れるには住宅も替えた り 、 車も最購入しなくてはならないので大きなお金が必要にな
ると思う 。

0 これから住宅 、 車を購入しよう と思っているので、 い くらかかるかまだ分からないため 。

0 まだ経験していない (利用 していない) ので実際どれだけ費用がかかるのかわかりません。 なので
600万円が水準かは判断しかねます。 でも 、 この補償があるおかげで、 ずいぶん教われます 。

0 その家族それぞれであるので、 多い少ないの基準を決めるのは難しいので 、 どち ら ともいえません 。

○ 小さい時期は 、 家の改造などはまだ必要がないが、 引越しの必要があるならば 、 それな り にお金は
必要なので、 家の事情によって600万円 が多いか少ないか分からない 。

0 多いという事は絶対にないが、 これだけ支払ってもらえればいろんな事に使えるしあ りがたいとは思
つ 。

｢4 . どち らかとし 、 うと少なし 、 ｣または ｢ 5 . 少なし 、 - 存選んだ方の ｢選んだ理由 ( ) l 欄に記載された主な内容は以下の

医療機器、 介護サー
め ｣ との意見であった

〇

○

圓圓

台ど終
助金が

ビス等の出費がかかるため ｣ との意見であった 。 次に ｢就労

い間取りです 。
たが、 住居にはスペースの問題で手をつけるこ

売却した家の費用 と 、 新たにローンを組むことにな りそう
労しながらの介護生活にな りそうです。

した ) と少し遅れてではあるが、 福祉車両の購
ソ リン代が思った以上にかかる 。
はまだためらっていて (お金がかかるので) で

○ 子の看護 ･ 介護のために仕事 (正社員 ) を辞めた 。 有職者にとっては 、 補償金以上の痛手。 また 、 仕
事をすることでス ト レス発散していた点もあ り 、 精神的にも痛手 。 また 、 大人になり看護するものがい
なくなった時のために 、 少しでもお金が必要なので少なすぎる 。
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1 6

(2)

補償分割金は、 お子様が20歳になるまでの看護 ･ 介護に要する費用
として 、 毎年 1 20万円を20回にわたってお支払いすることとしていま
す。 実際にかかる費用や労力 と比較して、 この補償分割金の水準 (ひ
と月あたり 1 0万円 ) についてどのように“思いますか。 該当する番号ひ
とつに0をつけてください 。 また 、 その理由もご記入ください。 〃

1 . 多い 2 ( 1 % ･｢‘′

2 . どち らかというと 多い 7 (3% ･、ノー

3 ‐ どち ら ともいえない 1 24 (5 5%)

4 ‐ どち らかという と少ない 39 ( 1 7 %)

5 . 少ない 47 (2 1 %)

( 回答なし) 6 (3% ･、｣▼

(選んだ理由 :
)

｢ す い l ｢ 2 . どち らかという と多い -左翼んだ方の ｢選んだ理由 ( =欄



(3 )
その他 、 現在の補償金の水準や補償金の支払方法について、 不安や
疑問等のご意見があ りましたらご記入ください 。

( ご意見 :
)

(回答件数)

1 4 7

｢ (ご意 員. : ) ｣欄に認識された主な内容は以下の通りである 。

藤副賞金の水準について｣ ｢補償金の支払方法について｣ ｢補償申請時の手続きについて｣ ｢20歳以
降の補償についてJ に関する意見が多かった 。

圓鬮圓
0 準備一時金600万円 は 、 在宅に移行するための費用 と考えた時、 これから子供の成長とともに今
使用 しているものを買換える費用が発生してくるので、 準備一時金以外にも何年に一度か準備金が
あったらいいと思う 。 毎月 の補償分割金は実際にかかる費用 と家族の労力に対してのものと考えた
ら 、 やは りまとまった金額があると経済的負担が減りあ りがたく思える 。
今使用 しているものの買い替えとは 、 福祉車両の購入 、 住宅購入時の改造費用 、 吸引器、 バスチェ
ア、 移動時のス ト レッチヤーなど介護用品 、 介護用ベッド、 ベッドマッ ト
紫檀障害者手帳がカバーできるものもあ りましたが、 我が家の場合は所得水準が基準よ りあったた
め 、 実費で高額で支払ったものが多かった 。 経済的負担は在宅移行する上で、 大きなハードルで
あったの は事実です 。 これから先も買換え費用を助成してもらえたらいいなと思います。

○ 補償金の水準は 、 とても低いと思います。

0 対象となる子が死亡している場合 、 残り の補償金を一括して受け取ることはできないのでしょうか ?
亡くなった後も 、 毎年書類が届くのは 、 辛い事を思い出すので、 できるだけ早く手続きを完了 したい
です 。

0 できたら 、 1 回で手続きが終わる方が良いなと思います。 時間的にも、 私でもがいつまで生きてるか
も 、 分か りませんので 、 一括で支払いが終われば、 何かと計画が立てれると思われますので、 私の
個人の意見ですが。

0 毎年 、 主治医から診断書を書いてもらわなければいけないの は何故なのか ? 申請時に診断書等を
書いてもらっているので、 必要なのか疑問 。 毎年は負担に感じる 。

○ 毎年診断書を出すのも診断書代金がかかり 、 時間もかか り 、 必要なものと分かっているが、 正直、
子供をつれて病院などに外出するのもひと苦労 。

0 補償金の支払いが20歳以降にはなくなることが不安 。 どち らかというと○~ 1 9歳よ り 20歳~の方
が、 親の収入等を考える と金銭的不安が多い。

0 20歳までの補償ですが、 その後も少額でもいいから支払ってくれるといい 。
親は 、 先に死んでいくもの 。 娘の面倒を見てくれるのでは 、 姉妹あるいは後見人 、 その方々 に金銭
面の負担をかけたくない 。
娘の為に貯金はしているものの 、 決まった支払いがあれば、 親がいなくなっても不安は無くなる 。

0 いつもていねいに対応していただいているので、 本当にあ りがたく思っています。
いまだにふと思う ことが色々 とありますが、 飲み込むようにしています 。

三更なる分析を行った上で、 今後の運営委員会において｢補償水準｣ について議論する際に活用する 。
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問8

この制度は 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに
補償するとともに 、 脳性麻痺発症の原因分析を行い 、 同 じような事例の再発防止に資する情報を提
供することなど 【 こよ り v 紛争の防止 “ 早期解決および産科医療の質の向上を図ることを 目 的に、 200
9年に創設されました 。 以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) についてご回答ください 。

くり ^ この制度があってよかったと思いますか□

1 . よかったと思う 205 (9 1 %)

2 . よかったとは思わない
-

(0%)

3 . わからない l 7 (8%)

( 回答なし) 2 ( 1 %)

(21

( ( 1 )で亀 とご回答された方にお伺いします)
fよかったと思う｣ の理由に該当する番号すべてに○ をつけてくださ
し き り も

く本間の割合は 、 (1 )で ｢よかったと思う｣ と回答された205を分母に算出 している 。 ま
た複数回答可としており 、 それぞれ回答数205に対する割合を算出 し記載している
ため 、 合計が1 00%にはならない)

1 ネ副賞金を受け取り 、 看
護 ･ 介護に関する経済的負
担が軽減したので

1 6 8 (82%)

2ネ副賞金を速やかに受け
取ることができたので

5 1 (2 5%)

3 . 原因分析が行われるの
で

1 52 (74%)

4 . この制度を通じ 、 分娩機
関との関係がよくなったので

4 (2%)

5 . 紛争の防止や早期解決
につながると思うので

55 (2 7%)

6 . 再発防止を行うことによ
り 、 脳性麻痺発症の減少に
つながると思うので

1 1 9 (58%)

7 . 今後の産科医療の向上
につながると思うので

1 1 5 (5 6%)

8 . その他( ) 8 (4%)

1 くめ .
箱 )で2 . ＼または3 . ' とご回答された方にお伺いします) ‘
｢よかったとは思わない｣ ｢わからない｣ の理由をご記入ください 。 "

(選んだ理由 :
)

｢ ( 3 X讓んだ理由 : ) ｣欄に記載されれ寺な内容は以下の踊 りである 。

大半が ｢原因分析を行ったが、 原因がはっきり しなかった｣ との意見であった 。 その他には ｢再発防止
につながるか疑問｣ との意見が多かった 。

圓鬮
0 経済的負担は軽減できたとは思うが、 最も求めていた原因分析 、 病院側の再発防止に対する対応
などには不満が残っている 。

0 原因分析で、 専門家の意見を聞く事が出来 、 とてもよかったと思う 。
再発防止について、 分娩機関の考えを聞いた り 、 文書と して見るな り の機会があればよいと思う 。

ニ今後の制度見直しおよび制度運営に活用する 。
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問9 ま 彎震聾難潔鷲聽覊妖麗群など･ この制度全叫 (ご意見等 : )
( 回答件数 )

1 5 6

｢ ( ご意見等 : ) l 欄に許欝された主な内容は以下の踊 りである . (ご意 見を事務局にて以下区分に分けて掲載)

｢原因分析｣ に関する意見が最も多かった 。 次に ｢再発防止｣ ｢補償申請｣ 隊副賞水準 ･ 支払方法｣ に関
する意見が多かった 。

( 1 ) 原因分析に関するご意見

鬮圓
○ 報告書を読んでも原因がはっき りわからなかった 。

0 カルテの改ざんの話も聞くので、 もっ と早い段階でカルテの提出 (カルテ保存) や直接の聞き取りが
行えたらと思いました 。

○ 思い出 したくない出産時の状況 、 その後の経過を記入等しなければならないのは 、 大変辛い 。

○ 原因分析を行って 、 どんな取り組みが行われているのか詳しく知 りたい 。 自 分の例が、 どんな風に再
発防止に役立っているか知 りたいと思います。

( 2 ) 再発防止に関するご意見

鬮鬮
0 広く医療機関や医療従事者、 学生 、 妊婦に再発防止を周知徹底してください 。

0 分娩機関で死亡事故や脳性麻痺の子が出ていないのかなど調べ家族へも情報連携してほしい 。

○ 分娩機関において再発防止のために何をどう したのかまで、 家族にはしっか り事後報告してもらい
たい 。

( 3 ) 補償申請に関するご意見

圏鬮
○ 毎年、 申請時に診断書が必要だが、 本人 (親) の現状報告書でも良いのではないか 。 毎年医師に頼
むのは負担が大きい 。

0 診断書記入可能な医師を増やして欲しい 。

( 4 ) 補償水準 ･ 支払方法に関するご意見

圏圓
○ 補償金の一部で福祉車両を購入させていただきました 。

0 親が亡くなったときの ことを考えると20歳で打ち切るのではなく一生涯にわたって補償してほしい 。

め今後の制度見直しおよび制度運営に活用する 。
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分娩機関へのアンケートの集計結果

1 . 送付先

0平成24年6月 末までに補償対象と認定された児を出生した分娩機関に郵便にて送付した 。
(送付数 : 294件)

2 . 回答数と回答率
0アンケートは無記名式であり 、 郵便にて返送された 。

(アンケートの中で 、 ヒヤ リング調査へのご協力をお願いしたところ 、 3 9分娩機関から
ご了解をいただいた 。 ご了解いただいた分娩機関には 、 お名前 囲 ご連絡先をご記入
いただいている )

○回答数 増 95件 ( 回答率 : 6 6 .3 %)

3 . 集計左法について

0各間の選択肢別の割合は、 原則回答数 ( 1 9 5件) を分母として算出 し 、 小数点以下を
四捨五入して記載している 。
なお 、 分母が回答数( 1 9 5件) と異なる場合は 、 その 旨を記載している 。
また 、 複数回答可としている間については 、 合計が1 00%にならない場合がある 。

ご回答いただいた分娩機関の基本情報

＼ ＼ ^ 産科部長 1 06 (54%)

ト シ 院長 69 (35%)

, ' 産科医長 5 (3%)

, 周産期母子医療センター長 2 ( 1 %)

- - 〉 ミ ニこそ k “ ' ＼ こ み こ そ . 'なこ＼ で き } A ＼ ゞ ′ " ‐ ' で す さ こ ･̂
- 、 ‘ □病院 1 29 (6 6%)

( 2 ) 分娩機関の種別二 → ゞ □診療所 64 (33%)

＼ ＼ こ ･ ‐ さ ん な ‐ な こ ‐ く さ ‐ き ざ ; ＼ ト ミ シ ロ助産所 2 ( 1 %)

(5 ) 原因分析報告書の受け取りの状況 口まだ受け取ってない 45 (23%)

( 回答なし) 8 (4%)
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問 1
実際に補償申請を行う中で、 保護者への説明や手続きについて、 困っ
た点や気づいた点がありましたらご回答ください 。

( 困った点や気づいた点 :
)

( 回答件数)

5 5

｢ (困った点や気づし 、た点 : ) ｣欄に言R蒿されれ主な内容は以下の通りである 。

｢保護者への連絡対応に気を使った｣ ｢補償申請の事務手続きが煩雑である｣ といった意見が多かっ
た 。

圓圓
○ 補償申請を行うために保護者と会う機会が増え 、 説明 ･手続きをすることで保護者と話すことが増え
て 、 大変だが、 この過程は必要なことだと認識しました 。

0 家族に制度申請の最初の説明のタイミングや内容に気をつかった 。

○ 書類の多さで、 何度かやり取 りをした 。

0 貴機構と当院の リスクマネージャーとのや り と りが中心となり 、 手続きが進んだため 、 担当医の負担
が少なくて済みました 。 あ りがとうございました 。

ゐ更なる分析を行った上で、 今後補償申請の手続き等について検討を行う際に活用する 。
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問2

本制度は 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を補償すること
とし、 具体的な補償対象範囲の基準は補償約款にて定めており 、 主に以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) の とお りです
がゞ各項 目 についてご回答ください 。

( 1 )
出生体重 .在胎週数に関する基準は以下のとお りですが、 どのよう i に
思いますか 。 該当する番号ひとつに0をつけてください り また 、 その理 、
由もご記入ください 。

1 . 広 げたほうがよい 72 (3 7%)

2 . どち らかというと広げたほ
うがよい

54 (28%)

3 . どち ら ともいえない 63 (3 2%)

4 . どち らかというと狭めたほ
うがよい

"

( 1 %)

5 . 狭めたほうがよい
-

( 1 %)

(回答なし) 4 (2%)

(選んだ理由 " )

門 広げたほうがよい ｣ ｢ 2 . どち らかという と広げたほうがよい ｣を翼んだ方の r選んだ理由 ( ) ｣欄 ! - 旨れ繭された

主な内容は以下の通りである 。

｢在胎週数｣ に関する意見 、 ｢出生体重｣ に関する意見 、 ｢よ り 多 くの児を救済して欲しい｣ といった意
見が多かった 。

鬮鬮
0 対象をすべての症例で在胎28週以上とした方が良い。

0 33週以上であれば出生体重は1 500~ 1 8 0 0グラム以上でもよいのではないかと思います。

0 在胎週数33週では出生体重2000g未満の児も多く 、 ｢在胎期間別出生時体格標準値｣でも3 3週
の 1 0% は 、 概ね 1 600g以上です。 そのため出生体重の下限を 1 6 00g以上又は 1 500g以上とし
た方が良いと思います 。

0 同 じ月謝生麻痺の子で、 補償を受ける子と受けない子が同じ施設にいるの は不公平感がある 。

0 家族にとっては早産が原因であれ 、 他のことが原因であれ 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺
の子供を育てる負担は変わらないので。

｢ 3 . どち ら ともいえない ｣ を選んだ方の ｢讓んだ理由 ( ) ｣欄に記裁太れキ主な内容は以下の通りである .

｢ちょうどいい ｣ といった意見が多かった 。

鬮鬮
0 低出生あるいは早産に伴うRi skと区別するための条件設定であり 、 その範囲としては妥当である と考える 。

0 現行のままで問題ないと思う 。

( 2)

重症度に関する基準は以下のとお りですが、 どのように思いますか 。
該当する番号ひとつに0をつけてください 。 また、 その理由もご記入く
ださい。

1 . 広げたほうがよい 33 ( 1 7%)

2 . どち らかというと広げたほ
うがよい

4 1 (2 1 %)

3 . どち ら ともいえない 1 1 8 (6 1 %)

4 . どち らかというと狭めたほ
うがよい

O (0%)

5 . 狭めたほうがよい O (0%)

(回答なし) 3 ( 2%)

(選んだ理由 : )

｢ 1 広 げたほうがよ し ･ ー ｢ 2 . どち らかというナ広 げたほうがよし 、 ー 存選んだ方の r選んだ理由 ( =欄に記載された
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( 3 )

補償対象外となる除外基準は以下のとお りですが、 どのように思いま
すか。 該当する番号ひとつに○をつけてください。 また、 その理由もご
記入くださいd

1 ‐ 広 げたほうがよい 34 ( l 7%)

2 ‐ どち らかというと広げたほ
うがよい

37 ( 1 9%)

3 . どち ら ともいえない 奮 = (5 7%)

4 . どち らかという と狭めたほ
うがよい

3 (2%)

5 . 狭めたほうがよい 4 (2%)

( 回答なし) 6 (3%)

(選んだ理由 : )

r 1 云げたほうがよい l r 2 . どち らかとし 、う と広 げたほうがよい -を選んだ方の ｢讓んだ理由 ( ) ｣欄に記載された
主な内容は 以 下の通 りである 。

｢ よ り 多 くの児を救済して欲しい｣ といった意見が多かった 。

鬮圓
0 原因にかかわらず、 重症で負担の重い児に関して 、 社会的な救済制度として活用できるよう になる
方が良い

○ 新生児期に発症した感染症にはGBS感染など分娩期の感染が関わっている可能性も有り補償対
象にしても良いと思う 。

0 分娩に関連せずとも妊娠中の医療行為で起こったとされるものは入れてもよいのではないでしょう
･ か 。

｢ 3 . どち らともいえない ーを選んだ方の ｢撰んだ理由 ( ) ｣欄に記載されれ主な内容は以下の通りである .
｢ち ょうどいい｣ といった意見が多かった 。

鬮鬮
0 現行で適切 と思われる 。

。 讓票療轉鋲燃搬鸚嬰して発生し趨性麻痺になった場合が適応となるべきと思うので
0 線引きの基準が大変難しい 。

｢4 . どち らかとし ･う と皺めたほうが良い｣ ｢5 . 狭めた方が良い lを選んだ方の ｢撰んが理由 ( ) ｣欄に記載された主
な内容は以下の踊 りである .

鬮鬮
0 少しでも関連のある可能性があると含まれるのが今の状態であるが、 もう少し絞るべき 。

め更なる分析を行った上で、 今後の運営委員会において ｢補償範囲｣ について議論する際に活用する 。
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問3

本制度では 、 過失の有無にかかわらず、 児の看護 ･ 介護に必要な経
済的な負担も踏まえて一律3,000万円を支払う仕組みとなっています。
この補償金3,000万円の水準についてどのよ引こ思いますか 。 該当す
る番号ひとつに○をつけてください び また 、 その理由もご回答ください。

1 . 多い 3 (2%)

2 . どち らかという と多い O (0%)

3 . どち ら ともいえない 88 (45%)

4 . どち らかというと少ない 48 (2 5%)

5 . 少ない 53 (2 7%)

( 回答なし) 3 (2%)

(選んだ理由 :
)

r 3 . どち ら とも し 、えない -存選んだ方の ｢選んだ理由 ( ) ｣欄に記載され中主な内容は以下の通りである 。

｢ち ょうどいい｣ といった意見が多かった 。

鬮鬮
0 個々の症例では 、 充分でない例もあると思うが、 一般には納得できる金額と考えます 。

0 症状との兼ね合いがあると思う 。

0 社会的な背景によ り金額は充分かどうか判断が難しい

｢4 . どち らかというと少ない ｣ ｢ 5 . 少なし 、 I 存讓んだ方の ｢選んだ理由 ( ) ｣欄に記載された主な内容は
以下の通りである 。

｢裁判を考慮すると少ない｣ ｢児の介護、 看護を考慮すると少ない｣ といった意見が多かった 。

鬮鬮
0 訴訟の抑止の観点からすれば、 補償金をもう少し増額する必要があると思われる 。

0 3000万円では最低限の補償のみで、 実際に裁判になっている事例は留意円 を超えることもあ り 、 無
過失補償といいながら 、 ｢過失の有無の確認｣ となっている 。 6000万円 以上あれば、 裁判になるケー
スが減るのでは ?

○ 医療訴訟による賠償金等に比較し小額であり 、 当補償制度の収支からみても増額可能ではない
か 。

0 児の予後にもよ りますが、 家族の負担はずっと続く可能があるので。

｢ち ょうどいい｣ といった意見が多かった 。

鬮鬮
0 個々の症例では 、 充分でない例もあると思うが、 一般には納得できる金額と考えます 。

0 症状との兼ね合いがあると思う 。

0 社会的な背景によ り金額は充分かどうか判断が難しい

｢4 . どち らかというと少ない ｣ ｢ 5 . 少なし 、 I 存讓んだ方の ｢選んだ理由 ( ) ｣欄に記載された主な内容は

詩更なる分析を行った上で、 今後の運営委員会において ｢補償水準｣ について議論する際に活用する 。

問4

本制度では 、 分娩機関の過失の有無にかかわらず補償金を支払いま
すが、 分娩機関と児の保護者との間の示談 ･ 訴訟等があり ( その結果
などによ り分娩機関が損害賠償責任を負うことになりた場合 、 補償金
と損害賠償金が二重に支払われないよう濃岡整を行いますo この仕組
みをご存知ですか。 該当する番号ひとつに○をつけてください 。

1 . 補償申請 (その準備も含
む) を行う 中で知った

47 (24%)

2 . 1 . よ り前に知っていた 98 (50%)

3 . 知 らなかった 45 (23%)

( 回答なし ) 5 (3%)

ニ更なる分析を行った上で、 今後の制度運営に活用する 。



問5

本制度は 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補
償するとともに 、 脳性麻痺発症の原因分析を行い v 同 じような事例の再発防止に資する情報を提供
することなどによ り 、 紛争の防止 ･早期解決および産科医療の質の向上を図ることを 目 的に、 200 9
年に創設されました 。 以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) についてご回答ください 。

“ ) この制度があってよかったと思いますか。 ,

1 . よかったと思う 1 62 (83%)

2 . よかったとは思わない 6 (3%)

3 . わからない 22 ( 1 1 %)

( 回答なし ) 5 (3%)

( 2 )

(ので 1 . とご回答された方にお伺いします)
｢よかったと思う｣の理由に該当する番号すべてに0 をつけてくださ
じ、% ^ ^

(本間の割合は 、 くりでrよかったと思う｣ と回答された1 6 2を分母に算出している 。 ま
た複数回答可としており 、 それぞれ回答数 1 62に対する割合を算出し記載している
ため ゞ合計がt oo捌こはならない)

乱 ネ副賞金を受け取 り 、 看
護 ･ 介護に関する経済的負
担が軽減したので

1 47 ( 9 1 %)

2ネ副賞金を速やかに受け
取ることができたので

96 (59%)

3 . 原因分析が行われるの
で

1 2 1 (75%)

4 . この制度を通じ 、 分娩機
関との関係がよくなったので

1 3 (8%)

5 . 紛争の防止や早期解決
につながると思うので

78 (48%)

6 . 再発防止を行うことによ
り 、 脳性麻痺発症の減少に
つながると思うので

59 (3 6%)

7 . 今後の産科医療の向上
につながると思うので

64 (40%)

8 . その他( ) 3 (2%)

くめ
^“ )で2 . ′ または3 , とご回答された方にお伺いします)
｢よかったとは思わない｣ ｢わからない｣ の理由をご記入ください 。

(選んだ理由 :
)

(3 )で ｢2 . よかったとは思わない l を選んだ方の ｢選ん戸理由 ( ) ｣欄に記載された主な内容は以下の踊 りである 。

圓鬮
○ 患児への補償が出ることは大変良いと思うが書類の準備の手間 、 分析結果後のご家族の質問など
の対応 、 精神的なス トレスを考えると以前よ り負担となってし 、る と感じる 。

(3 )で ｢3 . わからない -を撰んだ方の ｢選んだ理由 ( ) -欄に記載されれ主な内容は以下の通りである .

鬮鬮
0 保護者の負担軽減にはなるが、 紛争の防止や早期解決につながるとは思えない 。

0 本制度によって 、 ｢紛争の防止、 早期解決｣ と ｢産科医療の質の向上 ｣ とが図られたのかどうか 、 評価
がなされていないため 。

ニ今後の制度見直しおよび制度運営に活用する 。
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問 6
補償申請、 補償金の支払 、 原因分析、 再発防止など 、 本制度全般に
ついてご意見等がございましたらご記入下さい 。

( ご意見等 :
)

(回答件数)

= ○

｢ ( ご意見等 : ) -欄に許謝されれ主な内容は以下の通りである 。 (ご意 鼠客事務局にて以下区分に分けて掲載)

｢原因分析 ･ 再発防止｣ に関する意見が最も多かった 。 次に 、 ｢制度そのもの ｣ 藤副賞範囲 ･ 補償水準｣
に関する意見が多かった 。

( 1 ) 原因分析 ･ 再発防止に関するご意見

圏鬮
0 原因分析ですが今までの報告書を見ていますと 、 脳性麻痺に関連しているとは考えにくい項 目 にまで言及

しています (例えばGBSの脳分泌物培養の時機など) 産科医療補償制度において、 分娩経過と関係ない
診療部分について分析する必要があるのでしょうか ? 脳性麻痺を減らすことを意図し改善できることがあ
れば、 提言されるのに支障はないと思いますが、 一般的な産科診療全体にまで言及するのは 日 本産婦人
科学会の役割ではないでしょうか 。 各々の責務の範囲について、 検討されるべきと思います 。

○ 原因分析 、 再発防止等に関する記載が、 実際の臨床の現状を必ずしも合わないと感じる面がある 。
理想論にならないような配慮が必要と思う 。

0 原因分析 、 再発防止に関しては 、 評価する側の苦労を察します 。 原因分析報告書が未着なので、 はっきり
とは言えませんが｢産科医療補償制度 ･再発防止に関する報告書｣を見る限り 、 適正に分析 ･ フィードバック
されているように思います。

( 2 ) 制度そのものに対するご意見

鬮圓
0 この制度により訴訟の可能性が低くなる事がはっき りすれば思い切って積極的な産科医療ができるように
なると思います。 いまの防衛的なやや萎縮した医療から一歩抜け出せると思う 。

0 障害を持った児 、 及びその保護者の現実的な経済的支援 (無過失医療補償制度) というこの産科医療補
償制度の基本理念を考えれば、 原因分析は確かに重要と思いますが、 余引こもその原因分析に重きを置
き過ぎると 、 現在産科医療に携わっている多くの人々への悪影響 (過剰診断 ? 過剰治療 ? 萎縮医療 ?
等) 、 さ らには医療訴訟への影響も考えられると思います。

( 3 沖副賞範囲 ･ 補償水準に関するご意見

璽鬮
0 補償の範囲は今の 日 本のNICUの レベルを考えて 、 少なくとも妊娠24週まで下げる 。 金額を6000万以上 (2
倍以上 ) にあげ、 裁判を起す場合は補償しないことを原則 とする 。 周産期医療を行う人が減らないような制
度を作ってください 。

二今後の制度見直しおよび制度運営に活用する 。
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原因分析に関す る ア ンケー ト につ いて (集計結果の概要)

1 ‐ 目 的

原因分析報告書を送付 した保護者お よ び分娩機関か ら原因分析報告書に

対する意見等を収集する こ と に よ り 、 今後の原因分析報告書の作成等に資

する こ と を 目 的に 、 平成 23 年お よび平成 24 年にア ンケー ト を実施 した。

2 . 対象

1 回 目 : 平成 22 年に原因分析報告書を送付 した 20 事例の保護者お よび分娩

機関 (搬送元分娩機関 4 機関を含む)

2 回 目 : 平成 23 年に原因分析報告書を送付 した 67 事例の保護者お よび分娩

機関 (搬送元分娩機関 8 機関を含む)

3 . 実施時期

1 回 目 : 平成 2 3 年 7 月

2 回 目 : 平成 24 年 7 月

4 . 結果

ア . 回答率

1 回 目 : 保護者 40 . 0% (8/2 0 ) 、 分娩機関 70 . 8% ( 1 7/24 )

2 回 目 : 保護者 55 , 2% ( 3 7/6 7 ) 、 分娩機関 54 . 7% (4 1 /7 5 )

合 計 : 保護者 5 1 . 7% (45/8 7 ) 、 分娩機関 58 . 6% ( 5 8/9 9 )

イ . 集計結果の概要

原因分析報告書を送付 した保護者の 60%お よび分娩機関の 76%が原因分

析が行われて良かっ た と 回答 し 、 良かっ た理由 と して保護者、 分娩機関 と

も に ｢第三者に よ り 評価が行われた こ と ｣ が最 も 多 く 挙げ られた。 一方、

保護者の 28%が原因分析が行われて良 く なかっ た と 回答 し 、 良 く なかっ た

理由 と して最 も 多かっ た の は ｢結局原因が よ く わか ら なかっ た こ と ｣ であ

っ た。

5 . 今後の対応

本ア ンケー ト については 、 当面 3 年程度継続する こ と と してお り 、 平成

25 年 7 月 を 目 処に 、 平成 24 年 1 月 か ら 1 2 月 に原因分析報告書を送付 した

1 08 事例の保護者お よび分娩機関を対象に実施する予定であ る 。
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アンケート回答集計表 (保護者)

アンケート返送数 : 3 7/6 7 8/2 0 45/87
返送率 55 . 2% 40 .0% 5 1 . 7 %

今年 (昨年) ‘ 合計

問1
｢原因分析報告書｣ の内容について理
解できましたか く難しくあ りませんでし
たか) 。

( 1 ) よG理解できた 5 ( 1 4%) 0 (0%) 5 ふ く 1 1 U%)

( 2 ) だいたい理解できた 23 (64%) 7 (7 8% ) 3ひ く67%)

( 3 ) どち ら とも言えない 5 ( 1 4%) 2 (2 2% ) ラ キ( 1 6%)

( 4 ) あま り理解できなかった (難しかった ) 2 ( 6%) 0 (0%) 2 な (4%)

( 5 ) まったく理解できなかった (非常に難しかった) 1 ( 3%) 0 (0%) 甘 , 、 ( 2%)

< (4) ( 5 ) に回答した理由 (理解できなかった理由 ) >
○医学用語が難しく 、 理解しづらかった。 ( 同様の回答2件)
○曖昧で分かりづらかった。

問2
原因分析報告書がお手元に届くまで
の期間はどのように感じましたか。

( 1 ) とても早いと感じた 1 ( 3%) I ( 1 3 % ) 芝み そ (4%)

( 2 ) 早いと感じた 3 (8%) 1 ( 1 3 %) 4そご ‘ (9%) 、

( 3 ) 普通だった 1 9 (5 1 %) 3 (3 8 % ) 22 もて49%)

( 4 ) 遇 し 、 と感じた 9 (24%) 3 (3 8 %) 1 2 ＼ゞ (27%)

( 5 ) とても遅いと感じた 5 ( 1 4%) 0 (0% 3 度会 ご℃= %)

問3
原因分析報告書をご覧になる際に ｢医
学用語の解説｣ は利用されましたか 。

( 1 ) かな り利用 した 1 7 (4 6%) 6 (7 5 % ) 23 〉 く′ (5 1%)

( 2 ) 少し利用 した 1 8 (4 9%) 1 ( 1 3 % ) 江 9キバ42%)

( 3 ) ほとんど利用しなかった 1 (3%) 1 ( 1 3 % ) 2 だ そ(4% も･｣‐

( 4 ) まったく利用 しなかった 1 (3%) 0 (0%･、′- , 議すふと(29 、-′

問4
｢医学用語の解説｣ は 、 わか り やすい
内容でしたか。

( 1 ) とてもわか りやすかった 7 ( 1 9% ) 2 (25 の 親 メ ーメ20%)

( 2 ) まあまあわかりやすかった 1 8 (50%) 3 (3 8 %) 2 1 ご く48%)

( 3 ) どち らとも言えない 1 0 (28%) 2 (25 %) 1 2 き ら (27%)

( 4 ) 少しわか り にくかった 0 (0%) 1 ( 1 3%) ^ ジー 実 に な く2% ) ゞ

( 5 ) とてもわか引こ〈かった 1 (3%) 0 (0% ) 増 (2% .、!･

< (4 ) ( 5沸こ回答した理由 (わかり 及こ くかった理由 ) >
○解説を読んでも理解できなかった。

問5
｢医学用語の解説｣ に載っていなかった用
語で、 載せて欲しいと思った用語 (解説が
必要な用語) があ りましたら教えてくださ
い 。

<意見>

○数値に関して、 ◎◎以下であれば正常であるなど詳しく書いてほしい。

問6
｢ 家族からの疑問 ･ 質問に対する回答｣
は 、 わか りやすい回答でしたか 。

( 1 ) とてもわか りやすかった 5 ( 1 5%) 0 (0%) 5 / ( 1 2%)

( 2 ) まあまあわか りやすかった 1 3 ( 3 9%) 4 (5 0%) 17 (41 %)

( 3 ) どち ら とも言えない = (3 3%) 2 (25% ) 1 3 (32%)

( 4 ) 少しわかり 【 こくかった 2 (6%) 1 ( 1 3%) 3む く7%)

( 5 ) とてもわか り 【 こくかった 2 (6%) 1 ( 1 3% ) 3、 ふ く7%)

< (4 ) ( 5 ) に回答した理由 (わかり を こくかった理由 ) >
○ にごされて答えられたよう 々こ感じた。
○全ての疑問 ･ 質問に関して回答しても らえなかった。 全て回答してほしかった。 ( 同様の回答4件)
○家族が望む意見とは異なる回答であった。
○理解するのが難しい。
○直接、 原因分析委員会の委員と話す機会がほしい。

問フ
お子様の脳性麻痺の原因等につい
て、 原因分析報告書に記載されている
内容は 、 原因分析報告書をご覧になる
前の認識と同じでしたか。

( 1 ) まったく同 じだった 5 ( 1 4%) 0 (0%) 5 5 0 l %)

( 2 ) だいたい同じだった 20 (54%) 6 (7 5% ) 26 (58%)

( 3 ) かなり J異なっていた 3 (8%) 0 (0%) 3 ご て7%) す

( 4 ) まったく異なっていた 2 (5%) 0 (0%) 2 、 (4%)

( 5 ) わからない 7 ( 1 9%) 2 (2 5% ) 9 (20%)

< ( 3 ) (4 ) に回答した理由 (認識が異なっていた理由 ) >
○陣痛促進剤の量が適当でなかったこと "こついて、 産科医からは全く説明がなかったので驚いた。
○医師から謝罪の 言葉があったが 、 報告書は医師に何の落ち度もないような内容だった。
○病院の見解との差があった。
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アンケート回答集計表 (保護者)

問8
原因分析報告書の内容について 、 分
娩機関と話をされましたか 。

( 1 ) 十分に話をした 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

( 2 ) まあまあ話をした 3 (8%) 1 ( 1 3% ) 4 (9%)

( 3 ) ほとんど話をしていない 4 (= %) 0 (0%) 4 ふ く9%)

( 4 ) まったく話をしていない 29 (8 1 %) 7 (8 8%) 3 6 (82%)

く ( 3 ) (4 ) に回答した理由 (話をしていない理由 ) >
○報告書を見る前と後で認識が同じだった。
○分娩機関と話したくなかった。 ( 同様の回答8件)
○話をしたが話にならなかった。 ( 同様の回答5件)
○話し合いが感情的になってしまう気がした。
○どうしていいかわからなかった。 ( 同様の回答2件)
○報告書の内容について、 直接分娩機関と話をしてはいけないものだと思っていた。 (同様の回答2件)

問9
原因分析報告書をご覧になった後に 、
分娩機関や医療スタッフへの信頼につ
いて 、 保護者の方のお気持ちに何か
変化はあ りましたか 。

( 1 ) とても良いほうに変化した 1 ( 3%) 1 ( 1 3%) 2 で (傷%)

( 2 ) 少し良いほうに変化した l (3%) 1 ( 1 3% ) ! な ら(4%) 尹

( 3 ) 変化はなかった 22 (5 8%) 3 (3 8%) 25 、 (54%)

( 4 ) 少し悪いほうに変化した 7 ( 1 8%) 2 (25%) 、9 ℃20%)

( 5 ) とても悪いほ引こ変化した 7 ( 1 8%) 1 ( 1 3%) 8 ･ ( 1 7%)

< (4 ) ( 5 ) 々 こ回答した理由 (悪いほう に変化した理由 ) >
○報告書で対応が良くなかったことがわかった。 ( 同様の回答3件)
○も とも と信頼はなかったがさらに悪い方に変化した。
○分娩機関 ･ 医療スタッフ側は何も反省をしていないよう に思われる。 ( 同様の回答2件)
○ 自 分たちに知らされていないことも書いてあり 、 説明不足だということがわかった。 ( 同様の回答4件)
○分娩機関の記録が信用できない。 ( 同様の回答3件)

問10
原因分析が行われたことは良かったで
すか 。

( 1 ) とても良かった 1 2 (3 2%) 1 ( 1 3 %) 1 3 (29%)

( 2 ) まあまあ良かった = (30%) 3 (3 8%) ＼ 1 4で (3 1 %)

( 3 ) どち らとも言えない 3 (8%) 2 (25 %) - 5、会さ ′ はず の

( 4 ) あま り 良くなかった 9 (24%) 2 (25 %) =そ く24"

( 5 ) 非常に良くなかった 2 (5%) 0 (0%) ･ 饗し ふきぢ“%)ミ ゾ

問11
問 1 0で ( 1 ) または ( 2 ) を選択された方
にお聞きします。 原因分析が行われて
良かった点は何ですか 。 く複数回答
可)

( 1 ) 原因がわかったこと 9 (2 3%) 2 ( 1 8%) 樹ねメ2‐2%)

(2 ) 分娩機関や医療スタッフに対する不信感が軽減したこと 2 (5%) 0 (0%) 濯ぎききく4%)

( 3 ) 第三者によ り評価が行われたこと 1 7 (4 3%) 4 (3 6% ) 2'1討尋は1 %)

( 4 ) 今後の産科医療の向上に繋がること 8 (20%) 3 (2 7 %) 〉 n さく22%)

( 5 ) その他 4 ( l o%) 2 ( 1 8%) 6 く ( 1 2 %)

< ( 5 ) その他回答>

○疑問に答えても らえたこと。

○外出することも難しくなり 、 分娩機関へ説明を求める時間もなかったので第三者が代わりに原因分析をしてくれたこと。
○分娩時の 自 分の知らなかったことを知ることができた。
○ 出生後 、 子供がどのよう を こ蘇生され、 頑張ったのかを知ることができた。

問12
問 1 0で (4 ) または ( 5 ) を選択された方
にお聞きします 。 原因分析が行われて
良くなかった点は何ですか 。 (複数回
答可 )

( ○ 結局原因がよくわからなかったこ と 9 (3 5%) 1 ( 20% ) 1 0 (32%)

( 2 ) 分娩機関や医療スタッフに対するご家
族からの不信感が高まったこと

4 ( 1 5%) 2 (40%) 6 ＼d9%)

( 3 ) 公正中立な評価だと思えないこと 4 ( 1 5%) 1 ( 20%) h5 な く 1 6%)

(4 ) 今後の産科医療の向上に繋がるとは思えないこと 5 ( 1 9 % ) 1 ( 20%) 6 ナ くん1 9%)

( 5 ) その他 4 ( 1 5%) 0 (0%) 4 ( 1 3%)

< ( 5 ) その他回答>

○分娩機関を擁護しているよう にしかみえない。
○嫌なことや辛いことを思い出さないといけなかった。
○次の出産時へのフオローと思えるような事柄がなかった。
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アンケート回答集計表 (保護者)

問13 その他

<意見>

○ 中立の立場で分析してもらい 、 何が原因かわかったこと をこ感謝している。 ( 同様の回答8件)
○私どもからの疑問 ･ 質問に対する回答も丁寧で、 わかりやすかった。
○外出が困難なので産科医の先生に訪問しても らうなどの 、 その後のケアもほしい。
○原因が明確になり 、 分娩機関との話し合いができるよう をこなった。
○補償金を受領したことで救われた。
○脳性麻痺以外の疾患等も対象にしてほしい。
○原因分析をした結果、 分娩機関がどう改善したかの調査報告がほしい。
○再発防止に役立て欲しい。 ( 同様の回答2件)
○病院、 家族, 機構の方で話す機会があれば、 よ り 良くなると思う 。
○報告書をも らった後 、 どのよう に動けばいいのかわからない。
○再分析しても らいたい。 ( 同様の回答2件)
○もっと患者側 、 遺族側の立場での原因分析であってほしい。 ( 同様の回答2件)
○時間がかかりすぎである。 ( 同様の回答2件)
○家族と分娩機関との意見が異なった場合に調整をしてほしい。
○分娩機関に勝訴した場合に補償金が支払われないのはおかしい。
○産科医療補償制度に病院に対する強制力を与えるべきである。
○機構からの書類が届くたびに気が重くなり 、 なかなか開くことができなかった。

複数回答可としていない質問に対して複数回答があったもの 、 未回答があったもの等があ り 、 各回答の合計が返送数と合わない質問があ ります。

自 由記載の回答 (意見) については 、 本年のアンケートと昨年のアンケートの両方の回答 (意見 ) が含まれています。
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アンケート回答集計表 (分娩機関 )

アンケート返送数 : 4 1 / 7 5 l 7/24 5 8/9 9
返送率 547% 70 . 8% 5 8 . 6 %

今年 (昨年) 合計

問1
原因分析報告書がお手元に届 くまでの
期間はどのように感じましたか 。

( 1 ) とても早いと感じた 2 (5%) 0 (0%) 2 . ･ ( 3% 、′

( 2 ) 早いと感じた 7 ( 1 7% ･、‘′ 5 (2 9%) 濃 2 (21 % 、“′‐

( 3 ) 普通だった 27 (6 6% ･、′‐ = (6 5%) 38 こ く6 6%
、.

( 4 ) 遅いと感じた 5 ( 1 2% ‘′ 1 (69 ･、′◆ , 6 ふ く1 0%)

( 5 ) とても遅いと感じた 0 (0% 0 (0%
･、

ゞ○ご て0%

問2
｢原因分析報告書｣ の 内容について納得
できましたか 。

( 1 ) とても納得できた 4 ( 1 0%
･、

4 (24%) 8ごね(1 4% 、ノ

( 2 ) だいたい納得できた 25 (6 3% 、、′･ 1 2 ( 7 1 %) 87 ソメ65% -、ノト

( 3 ) どち らとも言えない 1 0 (2 5% ･、ノー 0 (0% ･、′‐ 1 0なく1 8%、1′

( 4 ) あまり納得できなかった 1 (3%) 1 (6%
･、

一変ど く4%) ′

( 5 ) まったく納得できなかった 0 (0%) 0 (0%
、.

G て。%)

< (4) ( 5対こ回答した理由 (納得できなかった理由 ) >
○反論の機会が与えられていない。
○評価が画一的な又 言 である。

問3
今回の事例の脳性麻痺発症の原因等に
ついて 、 原因分析報告書に記載されて
いる内容は 、 原因分析報告書をご覧に
なる前の認識と同 じでしたか 。

( 1 ) まったく同 じだった 5 ( 1 2% ) 4 (24%) 8^ (1 6%)

( 2 ) だいたい同 じだった 33 (80%) 1 2 (7 1 %) 45 こ く78%)

( 3 ) かな り J異なっていた 3 ( 7%) 1 ( 6%) 4 を (7%)

( 4 ) まったく異なっていた 0 (0%) 0 (0%) 0 ′ ･ ･ ( 0%)

< ( 3 ) (4沸こ回答した理由 (認識が異なっていた理由 ) >
○胎児心拍陣痛図の判断。 (同様の回答2件)
○蘇生処置に対する認識。
○臍帯脱出後の対応。

問4
原因分析報告書の内容について、 ご家
族と話をされましたか 。

( 1 ) 十分に話をした 3 (8%) 2 ( 1 2%) 五 , 、 ( 9%)

( 2 ) まあまあ話をした 4 ( 1 1 % ) 3 ( 1 8%) 7 ふ く1 3%)

( 3 ) ほとんど話をしていない 1 0 (27%) 2 ( 1 2%) 1 U2 ^ ‘ ^き く22%)

( 4 ) まったく話をしていない 20 ( 54%) 1 0 (5 9%) 310な く56%)

< ( 3 ) (4 ) に回答した理由 (話をしていない理由 ) >
○来院していないので会う機会がなかった。 保護者からの要請がなかった。 ( 同様の回答 1 7件)
○説明を申 し出たが断られた。

○ 当院の説明 と報告書の内容がほぼ一致していた。 (同様の回答3件)
○説明をすると 、 ご家族を誤解させる恐れがあると判断した。 (同様の回答2件)

問5
原因分析報告書によって 、 ご家族との関
係に変化はあ りましたか 。

( 1 ) 大きく関係が改善した 1 (3% ) 0 (0%) 1 ‘ ‘ ( 2% )

( 2 ) 少し関係が改善した 4 ( 1 2 %) 3 (20%) 7 ふ く 奮 4%)

( 3 ) 特に変化はなかった 26 (7 6 % ) 1 2 (8 0%) 38 (78%)

( 4 ) 少し関係が悪化した 1 (3% ) 0 (0%) し , 1き し く2% )

( 5 ) 大き く関係が悪化した 2 (6% ) 0 (0%) 誇 塁 ＼ / ＼ “% )

問6
原因分析が行われたことは良かったで
すか 。

く 1 ) とても良かった 1 2 (2 9%) 9 (53%) 2 1 K , ( 3 6%)

( 2 ) まあまあ良かった 1 9 (46%) 4 (24%) 23ず(40%)

( 3 ) どち らとも言えない 9 (22%) 3 ( 1 8%) ぐ1 2 k " (21 %)

( 4 ) あま り 良くなかった 1 (2% ) 1 (6%) き2 ミ ゾ (3%)

( 5 ) 非常に良くなかった 0 (0% ) 0 (0%) ′ コ メは ~ ④%)

問7
問 6で ( 1 ) または ( 2 ) を選択された方に
お聞きします。 原因分析が行われて良
かった点は何ですか 。 (複数回答司 )

( 1 ) 原因がわかったこと 9 ( 1 4%) 3 ( 1 1 %) ＼1 2三 ( 1 3%)

( 2 ) 分娩機関や医療スタッフに対するご家
族からの不信感が軽減したこと

7 ( 1 1 %) 4 ( 1 5%) 増1(1 2%)

( 3 ) 第三者によ り評価が行われたこと 3 1 (48%) 1 2 (44%) 43 (47%)

( 4 ) 今後の産科医療の向上に繋がること 1 5 (23%) 8 (30%) 23 . U (25%) 、

( 5 ) その他 2 (3%) 0 (0%) 2 (2%)

問6で (3 ) を選択したにもかかわらず、 問7に答えたものあり

< ( 5 ) その他回答>

○当院における産科医療の方法の見直しができたこと。
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アンケート回答集計表 (分娩機関 )

問8
問 6で (4 ) または ( 5 ) を選択された方に
お聞きします。 原因分析が行われて良く
なかった点は何ですか 。 (複数回答可)

( 1 ) 結局原因がよくわからなかったこと 0 (0%) 1 ( 25%) 1 ( 1 1 %)

( 2 ) 分娩機関や医療スタッフに対するご家
族からの不信感が高まったこと

2 (40%) 1 ( 2 5%) 3 (33%)

( 3 ) 公正中立な評価だと思えないこと 1 (20%) 1 (25%) 2 , 聡 く22%)

( 4 ) 今後の産科医療の向上に繋がるとは思えないこと 1 (20%) 1 (2 5%) 2 6 (22%)

( 5 ) その他 1 (20%) 0 (0%) f ‘ (n %)

間 6で ( 3 ) を選択したにもかかわらず 、 間引こ答えたものあ り

問9
原因分析報告書を院内でどのように周
知 、 活用 しましたか 。

( 1 ) 院内でカンファレンスや事例検討会等
を開いた

20 (47%) 1 0 (50%) 3 0 ど く48%)

( 2 ) 院内で回覧を行った 1 3 (30%) 9 (45%) 22 (35%)

( 3 ) 何も行っていない 5 ( 1 2%) 0 (0%) 5 、 i (8%) -

( 4 ) その他 5 ( 1 2% ) 1 ( 5%) 6 て博%)

< ( 3 ) 何も行っていない理由 >
○保護者からの連絡がなかった。

○分娩を取りやめた。

問10
原因分析報告書の ｢ 5 . 今後の産科医療向上のた
めに検討すべき事項｣ の門 ) 当該分娩機関におけ
る診療行為について検討すべき事項｣および ｢2 )
当該分娩機関における設備や診療体制について
検討すべき事項｣ に記載されている内容につい
て、 現在の対応状況を教えてください 。

( 1 ) すべて対応した 1 7 (4 1 %) 6 (3 5%) 23 (40%)

( 2 ) 一部対応した 20 (4 9%) 1 0 (5 9%) 30 (52%)

( 3 ) 何も対応していない 3 (7%) 議 ( 6%) 4 か く7%)

( 4 ) その他 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%)

< ( 1 ) ( 2 ) 対応した内容>
･スタッフの勤務体制の見直し。 ( 同様の回答3件)
･ マニュアル作りをし、 それを遵守するよう を こしている。
･ 20 1 1ガイドラインに沿うよ効こ診療の方針を徹底した。 ( 同様の回答4件)
･ カンファレンスを行うよう “こした。 ( 同様の回答3件)
･ 産科 ･小児科で隔週で周産期カンファレンスを施行することを決定し継続している。
･ 問題点が発生した場合フィードバックするよう心がけている。
･ スタッフの研修 ･教育体制の徹底。 (同様の回答5件)
･胎児心拍モニタリングの研修会の実施。 ( 同様の回答4件)
･胎児心拍数陣痛図判読のガイドブックを全医師、 看護師に配布、 常時携帯とした。
･助産師、 看護師に対して新生児蘇生法の講習会を開いた。 (同様の回答2件)
･ 母親教室での患者教育の充実。 (同様の回答2件)
･ 他科疾患で他院受診中の患者にはより一層連携を密にし、 必要に応じて総合病院への紹介を行う 。
･ 処置前に患者に丁寧に説明する。 (同様の回答2件)
･機器 (分娩監視装置 ･ベッドサイドの超音波診断装置 ･ レサシフローなど) の整備。 ( 同様の回答4件)
･ B群溶血性連鎖球菌の検査時期を妊娠33週以降とする。
･ メトロイリンテルの使用法を再検討した。

･ 分娩監視用紙を3cm/分とした。 (同様の回答2件)
･胎児心拍数陣痛図 、 超音波断層法検査記録等の記録向上を指示した。

▼ ･ 分娩監視方法の検討。 (同様の回答3件)
･ 胎児心拍数陣痛図で異常が疑われる場合は入院して観察する。
陣痛なく破水にて入院した場合の胎児心拍モニターについての基準を変更した。
･ リ トドリン使用量を用量内にとどめるよう にした。

･既往帝王切開で経自室分娩を行う際は連続監視とし 、 同意文書を作成した。 (同様の回答2件)
･ 回旋異常の有無について内診の厳密化 不明なら分娩中 、 超音波断層法で診断する。
･過期妊娠ではラミナリアにより充分な頚管の熱化を行ったうえで陣痛誘発促進する。
･ 土 日 祝 日 の陣痛促進剤の使用の制限をした。
･入浴基準や入浴前後の胎児心拍モニタリングを定めた。
･胎児発育不全症例に対してのバイオフィジカルプロファイルスコアによる評価の実施や胎児の血流の測定実施。
･ 骨盤位の経自室分娩は、 初産は原則帝王切開 、 経産は状況を総合して決定、 とした。
･ クリステレル胎児圧出法は行わないよう にしている。

･ 超緊急時には超音波による原因追求を省略するべきこともあることを医局会で確認した。
･ 緊急帝王切開の対応について、 職種間 ･ 手術室スタッフとの連携を強化した。 ( 同様の回答3件)
･ 満床であっても胎盤早期剥離症例は救命救急的な立場から搬送依頼があれば受け入れ努力をするよう指導している。
･新生児蘇生体制の準備など。
･ 新生児管理も極力実施できるようにしている。
･ 異常分娩の場合胎盤病理組織学検査を提出することとした。 ( 同様の回答2件)
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アンケート回答集計表 (分娩機関 )

問11 その他

<意見>

○提出した資料を詳細に検討し、 原因分析が行われたことに感謝している。 (同様の回答7件)
○原因分析によ り訴訟が増加するのではないかとの 当初の不安が一掃した。
○報告書により 当院スタッフに対し指導がしやすくなった。
○脳性麻痺の発症を防止できない例もあることを患者 ･家族にも周知してほしい。
○常位胎盤早期剥離が続き 、 無力感を感じている。 産科をやめることを検討している。
○委員を定期的に変更する方が良い。
○報告書はできるだけ早く届 けてほしい。
○脳性麻痺以外にも範囲を拡げてほしい。
○施設の体制の整備には限界がある。
○ ｢一般的ではない｣ などの表現を再検討すべきである。
○報告書が訴訟資料とならないよう にすべきである。

複数回答可としていない質問に対して複数回答があったもの 、 未回答があったもの等があり 、 各回答の合計が返送数と合わない質問があります 。

自 由記載の回答 (意見) については 、 本年のアンケート と昨年のアンケートの両方の回答 (意見) が含まれています。
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紛争の防止 囮 早期解決に係る状況

補償対象 と認定 された事案におけ る損害賠償請求等の状況、 産婦人科におけ

る訴訟件数の推移お よび医師賠償責任保険におけ る脳性麻痺の状況は以下の と

お り であ る 。 なお 、 これ ら はいずれも こ れま での運営委員会の資料か ら の抜粋

であ る が 、 件数は最近のデータ に基づき修正 してい る 。

1 . 補償対象 と認定された事案におけ る損害賠償請求等の状況

※ 第 1 6 回運営委員会 (平成 24 年 1 2 月 1 1 日 開催) の資料であ り 、 今後

最近のデータ に基づき修正する こ と と してい る 。

○ 平成 24 年 1 1 月 末ま でに補償対象 と認定 された 41 4 件の内 、 損害賠償請求

が行われてい る事案は 23 件 (5 . 6% ) であ る 。 内訳は以下の と お り であ る 。

･ 訴訟提起事案 : 1 2 件 (内 1 件が解決済)

･ 訴外の賠償交渉事案 : 1 1 件 (内 3 件が解決済)

別途、 証拠保全のみで訴訟の提起や賠償交渉が行われていない事案が 8 件あ

る 。

○ ま た 、 平成 24 年 1 1 月 末ま でに原因分析報告書が送付された 1 87 件の内 、

損害賠償請求が行われてい る事案は 7 件 (3 . 7% ) (訴訟提起事案 2 件、 訴外の

賠償交渉事案 5 件) であ る 。

2 . 産婦人科におけ る訴訟件数の推移

○ 最高裁判所医事関係訴訟委員会が公表 してい る ｢ 医事関係訴訟事件の診療科

目 別既済件数 (平成 1 6 年か ら 平成 24 年) ｣ におけ る 産婦人科の訴訟件数の推

移は表 1 の と お り であ る 。

○ 医事関係の訴訟件数は全体的に減少傾向 に あ る が 、 その 中で も産婦人科の訴

訟件数は、 大幅に減少 してい る 。

○ ただ し 、 本統計は 、 あ く ま で産婦人科全般におけ る訴訟件数であ り 、 産科の

脳性麻痺事案に限定 した統計資料ではない こ と 、 ま た既済件数であ る ため 、 本

制度発足前の事案が大半を 占めている可能性も あ る 。
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<表 1 > 産婦人科の訴訟 (既済) 件数の推移

1 6 1

1 5 7

孑/＼
＼

1 08

9 9 ＼"命 ノノノ ↓ 、、、、M会 82

84 8 9 ＼.
" ○け

- - - - - - 1 -

　 　 　 　 　 　 　 　 　
成 成 成 成 成 成 成 成 成
1 1 1 1 2 2 2 2 2

基 準 品 品 品 生 & & ※ 生

(最高裁判所医事関係訴訟委員会 ｢医事関係訴訟事件の診療科 目別既済件数｣ を も と に作成)

※平成 24 年は速報値

3 . 医師賠償責任保険におけ る脳性麻痺の状況

○ 我が国において医師賠償責任保険を取 り 扱っ てい る こ と が確認でき た損害

保険会社 5 社に脳性麻痺に係 る 医療事故状況の集計を依頼 し 、 事務局におい

て医師賠償責任保険におけ る脳性麻痺の状況を取 り ま と めた。

○ 平成 1 7 年か ら平成 23 年ま でに損害賠償請求が行われた脳性麻痺事例 296

件について 、 損害賠償請求が行われた年ご と の賠償請求件数の推移は 、 表 2

の と お り であ る 。

○ 賠償請求件数は、 本制度が創設 された平成 2 1 年前後か ら減少傾向 を示 して

い る 。
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<表 2 > 医師賠償責任保険におけ る脳性麻痺にかかる賠償請求件数の推移

(件) 70
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- さそ“ . ふ き ＼ - ' , す ん 、 - ゞ〆 k三 寸べきやきでき, ･ 言- --- -

!

0 平成1 7年 平成 1 8年 平成1 9年 平成20年 平成2 1 年 平成22年 平成23年

○ ま た 、 同様に平成 17 年か ら平成 23 年ま でに訴訟提起が行われた脳性麻痺
事例 1 18 件について 、 訴訟提起が行われた年ご と の訴訟提起件数の推移は、
表 3 の と お り であ る 。

○ 訴訟提起件数は、 平成 18 年を ピー ク に減少傾向 を示 している 。

<表 3 > 医師賠償責任保険における脳性麻痺にかかる訴訟提起件数の推移
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ば損害保険会社か ら の提供データ について 】

○ ｢脳性麻痺｣ の定義について 、 次の点に留意する必要があ る 。

･ 損害保険会社においては、 医療事故の原因 と して ｢脳性麻痺｣ と 特定でき

る データ を収集する仕組みを有 していなかっ た。 こ のため 、 平成 17 年か ら平

成 23 年ま での医師賠償責任保険の事例の う ち 、 ｢『産科』 に関する も ので、 『脳

に なん ら かの障害』 があ り 、 『運動障害』 が生 じてい る こ と ｣ を ｢脳性麻痺｣

と し 、 ｢脳性麻痺｣ が損害賠償請求の原因 と 判断でき る事例の件数を各保険会

社にて集計 し、 そのデータ が 当機構に提供さ れた。

･ 保険会社への報告がな されないま ま解決した事例は含まれていない。 一方、

本制度への補償申請を行 う こ と な く 損害賠償請求が行われた事例が含まれて

い る と 考え られる 。

○ こ の よ う &こ 、 本データ は我が国 におけ る脳性麻痺に係る損害賠償請求事例の網

羅的なデータ 、 精緻な医学的判断に基づ く データ ではな く 、 脳性麻痺事例の損害

賠償請求件数等についての傾向 を把握する こ と を 目 的 と した も のであ る こ と に 、

留意する必要があ る 。

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ｣
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再発防止および産科医療の質の向上に向 けた関係学会 ･ 団体の取組みの状況

本制度の原因分析お よび再発防止に関連 して 、 関係学会 の 団体において 、 再

発防止お よび産科医療の質の向上に向 けた取組みが行われてい る 。

関係学会 ･ 団体におけ る 主な取組みの状況は、 以下の と お り であ る 。

鬮 日 本産婦人科医会

新生児蘇生に関 して 、 平成 22 、 23 年度の コ メ ディ カル生涯教育において新

生児蘇生法に係 る講習会が開催 された。 ま た 、 ｢新生児の蘇生法アルゴ リ ズム ｣

のポス タ ーの分娩室への掲示の推進等の取組みが行われてい る 。

胎児心拍数陣痛図の判読に関 して 、 ｢産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン-産科編

20 11 ｣ の 内容や実際の胎児心拍数陣痛図パタ ーン ･ 読み方等を紹介 した ｢分

娩監視装置モニ タ ーの読み方 と 対応｣ が平成 23 年に発行 され、 約 2 方部が分

娩機関に配布 さ れた。

臍帯脱出 と メ ト ロ イ リ ンテルに関連 して 、 平成 24 年にメ ト ロ イ リ ンテルの

使用状況、 臍帯脱出数等に関する ア ンケー ト 調査が実施 される な ど 、 事例の

集積や検討に向 けた取組みが行われてい る 。

圓 日 本産科婦人科学会

学術講演会において 、 毎年本制度の原因分析報告書や再発防止に関する 報

告書に関連 した ｢産科医療補償制度 : 事例か ら見た脳性まひ発症の原因 と 予

防対策｣ 等の講演が行われ、 ｢常位胎盤早期剥離｣ 、 ｢吸引分娩 と ク リ ステ レル

胎児圧出法｣ 、 ｢胎児心拍数聴取｣ 、 ｢子宮収縮薬に よ る 陣痛誘発 ･ 促進｣ な ど

について 、 意見交換が された 。

｢産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン -産科編｣ の次回改訂が検討 さ れてい る が 、

こ のなかで本制度の原因分析お よび再発防止の取組みで得 られた知見につい

て も論議 されてい る 。

臍帯脱出 と メ ト ロ イ リ ンテルに関連 して 、 第 1 回再発防止報告書において 、

事例の集積や検討を要望 してい る が 、 周産期登録事業において 、 ｢ メ ト ロ イ リ

ンテルの使用 あ り a な し ｣ の項 目 が平成 24 年 よ り 追加 された。

圓 日 本助産師会

助産師会本部お よび各県支部におけ る新生児蘇生法の研修や、 助産師会本

部におけ る母体救急に関する研修が実施 されてい る他 、 機関紙 ｢助産師｣ に

おいて 、 原因分析報告書の要約版や、 再発防止に関する報告書で取 り 上げた

新生児蘇生や分娩中の胎児心拍数聴取等のテーマに関連する助産所の事例が
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紹介 されてい る 。

圏 日 本看護協会

｢再発防止に関する報告書か ら の学び｣ と 題 し 、 研修会が開催 されたほか、

新生児蘇生法講習会を 開催 し 、 分娩に携わるすべての看護師が新生児蘇生法

を身に付け る よ う 取 り 組まれてい る 。 ま た 、 胎児心拍数陣痛図の読み方 と 対

応等に関 して産科医を講師 と して各種研修会が開催 されてい る 。

こ の他 、 再発防止に関する報告書のホームページへの掲載や内容について

の講演等が行われてい る 。
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国の支援等の状況

産科医療補償制度が円滑に運営 され、 産科医療の質の向上な どが図 られる よ

う 、 国 において も 制度普及 ･ 加入促進お よ び再発防止等について様々 な支援が

行われてい る 。

○ 平成 20 年 7 月 、 各 自 治体お よび関係学会 ･ 団体等に対 し 、 本制度の普及 ･

啓発に関 し協力 を求め る文書が送付 された。

○ 平成 20 年 1 1 月 、 本制度の加入分娩機関で出産する場合は出産育児一時金

が加算 される こ と を定め る法令が施行 さ れた。

○ 平成 20 年 1 1 月 、 診療報酬について 、 ハイ リ ス ク 妊娠管理加算およびハイ

リ ス ク分娩管理加算の算定要件に 、 本制度の加入分娩機関であ る こ と が追加

された。

○ 平成 20 年 1 1 月 、 医療法におけ る ｢医業等に関 して広告ができ る事項の件｣

について 、 本制度の加入分娩機関においては 、 本制度に関わ る広告ができ る

こ と が追加 された。

○ 平成 20 年 1 1~ 1 2 月 、 本制度の周知に関わ る政府広報が 、 新聞お よび一般

向け雑誌に掲載 された。

○ 平成 20 年 1 2 月 、 母子健康手帳の任意記載事項に本制度についての記載が

追加 された。

○ 平成 23 年 7 月 、 ｢第 1 回産科医療補償制度再発防止に関する報告書｣ の公

表に合わせ、 各 自 治体お よ び関係学会 ･ 団体等に対 し 、 報告書の周知 を促す

文書が送付 された。

○ 平成 24 年 5 月 、 ｢第 2 回産科医療補償制度再発防止に関する報告書｣ の公

表に合わせ、 各 自 治体お よ び関係学会 ･ 団体等に対 し 、 報告書の周知を促す

文書が送付 された。

○ 平成 25 年 2 月 、 補償申請期限の周知に関する チラ シやポス タ ーの配布に合

わせ、 各 自 治体お よび関係学会 ･ 団体等に対 し 、 本制度の補償 申請期限の周

知に関 し協力 を求め る文書が送付 された。

○ 平成 25 年 5 月 、 ｢第 3 回産科医療補償制度再発防止に関する報告書｣ の公
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表に合わせ、 各 自 治体お よ び関係学会 ･ 団体等に対 し 、 報告書の周知を促す

文書が送付 された。
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関係学会 m 団体の支援等の状況

産科医療補償制度の運営に関 して 、 関係学会 ･ 団体等か ら も制度普及 ･ 加入

促進お よび補償申請等について様々 な支援が行われてい る 。

【制度普及 ･ 加入促進】

○ 日 本産婦人科医会において 、 制度の普及お よび制度加入に関 し 、 会員宛に

会長名 の協力依頼の文書が送付 さ れる と と も に 、 医会報や医会ホームページ

に掲載 された。

○ 日 本助産師会において 、 制度の普及お よ び制度加入に関 し 、 会員宛に会長

名 の協力依頼の文書が送付 される と と も に 、 機関誌に掲載 された。

【補償申請】

○ 本制度は補償 申請の利便性を図 る ため に診断協力医 と い う 仕組みを設けて

い る が 、 診断協力医の募集について 、 日 本小児神経学会、 日 本 リ ハ ビ リ テー

シ ョ ン医学会等か ら会員宛に依頼文書が送付 される と と も に 、 ホームページ

等に掲載 された。

○ 補償の考え方や補償対象範囲等について 、 日 本産婦人科医会、 日 本小児神

経学会、 日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会等のホームページ等への掲載を通 じ

て周知が行われた。

【補償申請期限の周知】

○ , 本制度の補償申請期限について 、 国立重症心身障害協議会、 全国肢体不 自

由児施設運営協議会、 日 本看護協会、 日 本産婦人科医会、 日 本周産期 ･ 新生

児医学会、 日 本重症児福祉協会、 日 本小児科学会、 日 本小児神経学会、 日 本

助産師会、 日 本未熟児 ･ 新生児医学会、 日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会にご

協力いただき 、 各関係学会 ･ 団体の会員等への周知が行われた。
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｢調整の あ り 方｣ につ いて (委員長提案)

｢ 3 ) 原因分析委員会において 『主体的な調整を行 う こ と を検討す る事案』

を抽出する基準の表現｣ について 、 原因分析委員会において医学的観点か ら抽

出する基準の表現を 、 現在の ｢重大な過失が明 ら かであ る と思料 される ケース ｣

か ら どの よ う な表現に変更する かについては 、 一般的な 医学的水準か ら の垂離

の著 し さ を示す表現を推す意見 と 、 医療行為 と して の悪質性を示す表現を推す

意見が あっ た。

運営組織が主体的に調整を行 う こ と を検討する よ う な事案は 、 極めて限定的

な場合のみが これに該当する と 考え ら れ、 一般的な医療水準か ら著 し く 舵離 し 、

さ ら に医療行為 と して極めて悪質であ り 、 そ の こ と が客観的に明 ら かであ る こ

と が望ま しい こ と か ら 、 第 18 回運営委員会において 、 ｢重大な過失が明 ら かで

あ る と 思料 さ れる ケース ｣ に代わ る抽出基準の表現を ｢一般的な医学的水準か

ら著 し く 逸脱 した こ と が 明 ら かで 、 かつ 医療行為 と して極めて悪質であ る こ と

が明 ら かなケース 具体的には 『極めて怠慢な医療行為』 、 『著 し く 無謀な医療

行為』 、 『本来の医療 と は全 く 無関係な医療行為』 等であ る ｣ と す る と の事務局

案が示 された。

しか しなが ら 、 ｢一般的な医学的水準か ら著 し く 逸脱 した こ と が明 ら か｣ と い

う 表現が 、 原因分析におけ る 医学的評価を想起 させる た めふ さ わ し く ない 、 と

の意見が あ っ たた め 、 結論は保留 と な っ た。

こ れ ら の経緯を踏ま え 、 抽出基準の表現について 、 以下の と お り 提案する 。

<原因分析委員会に お ける抽出基準の表現>

一般的な医療か ら著 し く か け離れて いる こ と が明 ら かで 、 かつ産科医療 と し

て極めて悪質であ る こ と が明 ら かなケース

具体的には ｢極めて怠慢な医療行為 ｣ 、 ｢著 し く 無謀な医療行為 ｣ 、 ｢本来の医

療 と は全 く 無関係な医療行為 ｣ 等で ある

｢ 4 ) 調整委員会において主体的な調整を行 う か否かを法的な観点か ら判断

す る基準の表現｣ について 、 調整委員会において実際に主体的な調整を行 う か

否かを法的観点か ら判断す る基準の表現については 、 過失の軽重を示す表現を

含め る か ど う かについて議論が あ っ たが 、 原因分析委員会において ｢一般的な

医学的水準か ら著 し く 逸脱 してい る ｣ と 判断 さ れた事例のみが調整委員会に諮

られる と す る と 、 調整委員会において過失の軽重を審議する こ と は 、 実質的に

屋上屋を架す こ と に な る も の と 考え られたた め 、 過失の軽重を含ま ない ｢重度

脳性麻痺について 、 損害賠償責任が あ る こ と が 明 ら かか否か｣ と の表現が事務



局か ら示 された。

しか しなが ら 、 3 ) の原因分析委員会におけ る抽出基準の表現についての結

論を得て と り ま と め る必要が あ る こ と か ら 、 結論は保留 と な っ た。

こ れ ら の経緯を踏ま え 、 原因分析委員会におけ る抽出基準の表現 と 併せ、 以

下の と お り 提案する 。

<調整委員会にお ける判断基準の表現>

重度脳性麻痺の発症につ いて 、 損害賠償責任があ る こ と が明 ら かか否か

以 上



資料 3

原因分析報告書送付後の照会等の対応に つ いて

○ 本制度では 、 審査結果 を通知す る 際、 補償金請求 に係る連絡 をす る 際、 原

因分析に あ た っ て ｢事例の概要｣ を確認す る 際な ど 、 そ の都度、 保護者に電

話に よ り 連絡 を し て い る 。

そ の よ う な連絡の際、 必要事項 を お伝えす る と と も に 、 そ の他の質問 に つ

いて も 回答で き る範囲で丁寧に回答 し て い る 。

○ ま た 、 原因分析報告書の送付に際 し 、 送付 し た 旨 と 併せて原因分析報告書

の内容に つ いて 不明点があれば ご連絡いただ く よ う 、 電話に て お伝え し て お

り 、 ご連絡いた だ いた内容に つ いて は以下の と お り で あ っ た 。

【原因分析報告書送付後の照会等の入電数】

2 0 1 3 年 3 月 末時点 4 5 件 ( う ち保護者 ; 2 4 件)

※参考 2 0 1 3 年 3 月 末の原因分析報告書送付事例数 ; 2 2 3 事例

【原因分析報告書送付後の保護者か ら の主な照会内容】

･ 報告書の見解に相違があ る等の意見 : 5 件

･ 報告書で使用 し て い る 用語等に関す る 照会 : 8 件

･ 紛争解決方法に関す る 照会 " 6 件

･ 分娩機関の再発防止等の取 り 組み に関す る 照会 : 3 件

･ 報告書の誤植、 分析に使用 し た資料 ･ 参考文献に関す る 照会 : 7 件

･ そ の他 E 2 件

※ 1 回 の入電に よ り 、 複数の照会があ っ た も の に つ いて は細分化 し 、 件数 と し

て カ ウ ン ト し て い る 。


